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議   事   日   程 

 

平成３１年第１回浜中町議会定例会 

                平成３１年３月７日 午前１０時開議 

日   程 議 案 番 号 議      件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  一般質問 

日程第 ３ 議案第１９号 浜中町営水産業強化支援事業分担金徴収条例の制定について 

日程第 ４ 議案第２０号 浜中町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第２１号 
浜中町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第 ６ 議案第２２号 浜中町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第２３号 
浜中町新規就農者誘致条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ８ 議案第２４号 

浜中町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第 ９ 議案第２５号 浜中町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

日程第１０ 議案第２６号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

日程第１１ 議案第２７号 草地の設置委託契約の変更について 

日程第１２ 議案第２８号 施設の譲渡契約の変更について 
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（再開 午前１０時００分） 

 

○議長（波岡玄智君）  前日に引き続き会議を開きます。 

本日の議事は、お手元に配付のとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員は、前日同様であります。 

 

◎日程第２ 一般質問 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 一般質問を行います。 

通告の順番に発言を許します。 

９番川村議員。 

○９番（川村義春君） 通告に従い一般質問を行います。 

質問事項は、一般質問で検討事項としたその後についてであります。 

平成２７年の統一地方選挙で議席を得てから、４年の最終年を迎えました。この任期

中、定例会ごとに一般質問を行い町民の声や思いを伝えてきたところでございます。こ

れまでの質問に対する答弁の中で検討事項として残された部分、これは相当数ある中か

ら絞って７項目について検証をしたいと思っておりますので、年度別に御質問をいたし

ますので簡潔に御答弁をいただきたいと思います。 

１点目ですけれども、これは２７年６月定例会で質問した事項でありますけれども長

期滞在を希望される方に対して昆布干し体験で滞在費の一部を稼げる方式で空き家バ

ンクを開設したらという事の質問をいたしました。それについては、浜中町創生総合戦

略で平成２７年から３１年までの５ヵ年間の計画の中で検討するという事で答弁され

ておりました。その後の経過についてお知らせいただきたいと思います。 

◎開会宣告 
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○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただ今の御質問にお答え申し上げます。浜中町創生総合

戦略の検討についてですけれども、プロジェクト会議や産業団体に対するヒアリング等

を実施してございます。その中で移住定住に対する住環境の問題について意見等を出さ

れておりましたけれども具体的な検討には至っていないという状況でございます。後継

者対策や新規就業対策、経営基盤の安定化、そちらに重点が置かれたという形になって

おります。現在、浜中町空き家等対策計画を策定している最中でございます。町内の空

き家の状況把握を策定している最中でございます。これらを進めながら除却や利活用に

ついての検討を行っております。この利活用については御存じのとおり町内に不動産仲

介業者が無く移住や定住を希望される方の住まい探しが難しい状況でもございます。今

後、本町におきましても空き家バンクについて設置するという方向になりましたら、そ

の中で移住定住希望者から昆布干しの短期の仕事についてのお問い合わせがあれば情

報提供はしていけるのではないかなと考えているところでございます。ただ昆布干しを

通じた産業交流という事になりますと漁協あるいは地元漁業者の受け入れる体制等も

必要であろうかなと考えられます。繁忙期の関係上、難しい部分があるのではないかな

と考えているところでございます。 

また、観光や移住体験等における民間空き家の利活用についてですけれども、有償の

場合、旅館業との関係もございますので、そのあたりも検討する必要があるのではない

かなというふうに考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 浜中町の創生総合戦略の策定の中で色々検討したけれども具体

的な検討には至らなかったという様な事であります。空き家等については今後、対策検

討委員会というのがあって、その中で将来的な事について更に詰めていくというふうに

受け止めております。 

 なお、関連してですけれども浜中町創生総合戦略で位置付けしているお試し住宅とい

うのがあります。これは人口減少対策事業としての位置付けだと思っていますし、空き

家バンク創設に関して私が注目をしていた訳であります。それで実際的に活用の状況は

見られなかったと思うんですが湯沸のキャンプ場などに長期滞在している方がいるん

ですよ。その様な方たちに町のホームページだけではなく直接、制度の説明などをして

声をかけるという事も必要かなと思っておりますので、その辺の考え方をお知らせいた
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だきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただ今の御質問にお答え申し上げます。現状の説明をさ

せていただきます。平成３０年度予算で整備させていただいて夏まで工事がかかりまし

た。その後、募集をしてございます。秋以降という事で応募される方がいらっしゃらな

かったんですけれども現在のところ、今月から秋まで予約で埋まっております。整備す

る時期が３０年度の実績が見込めなかったのですけれども今月から希望されて間髪入

れず秋まで予約が入ってございます。一つの成果になったというふうに思ってございま

すので、この様な状況を考えますと今議員おっしゃったとおり空いていればキャンプ場

等でお話しさせていただくとかＰＲも考えるところでございますけれども、現実、混ん

でいるという状況ですので、この状況を見ながら判断させていただきたいなと思ってい

るところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） お試し住宅に関しましては、とても喜ばしい事だと思っており

ます。先ほど言った様に空き家バンクの創設の前哨という事で埋まって、他にも浜中町

に移住定住したいという方もおられる場合のために今ある使える空き家を町が取得し

て提供するという事が空き家バンクの制度として有効じゃないかなと思っております

ので将来的に検討委員会を開いて検討していただきたいと思っております。 

２点目に移らせていただきたいと思います。平成２８年３月定例議会で質問をしてお

りますが、道の駅構想でございます。当時は関係団体等との意見を聞いて決めたいとい

うお話でございました。私は、その当時ふるさと納税の制度を活用して本町の特産品を

ＰＲしていく方法もあるという話をしております。それで上士幌の場合、この当時１４

億円が集まって半額が町の財政になって７割は町の特産品で返戻品として配られてお

ります。これも産業振興に役立つものじゃないかなと思っております。道の駅は、浜中

町の物産を多くの方に来ていただき買ってもらうという事だと思うんです。厚岸町はコ

ンキリエ、根室市はスワンとこの様な事で私は大反対ではないのですが、これに関しま

しては、もう少し慎重に対応した方がいいですよという当時の話でした。 

その後、同僚議員が去年の１２月定例会でも質問があって、具現化に向けた道の駅構

想は、どうなったんだという話もありました。私は、この辺で表明した方がいいのかな

と思うのです。それで今後の見通しについて総合計画に盛り込んで進める意向があるの
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か、町長の公約にもありますので、この辺については町長から答弁いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） この道の駅構想につきましては、平成２８年の町政執行方針にお

いて新たに本町に産業振興施設として活用できる事も含めて道の駅の設置について表

明したところであります。そして町内の関係団体と協議を進めるという事で２８年に表

明しました。特に浜中町は、その当時考えていた道の駅に関して基本的には、浜中町の

産業振興を図るという基本的な事で農業と漁業中心にその時の構想は作っておりまし

た。その後、色々な形で商工観光も含めて道の駅というのは幅が広いという事でお話を

伺ってきたところであります。何よりも産業団体の理解、また協力が不可欠であるとい

うふうに思っています。その様な事から以前にも述べましたけども産業団体の一つでも

賛同がされない時には、しないという事もお話させていただきました。その様な中で２

９年１０月４日に町長が両漁協、農協そして商工会の会長４名で協議を検討しました。

その中で出たのは、決して道の駅自体の構想その様な考え方については反対しない、そ

れと協力もしたいけれども慎重に時間をかけてもらいたいというお話がその時にされ

ました。事実上、凍結状態にある状況であります。その中で今御質問ありましたけれど

も態度表明したらどうかというお話でありますけれども、先の議会でも指摘を受けたと

ころであります。やはり今、本町の基幹産業を振興するためにも町民の方も多くが利用

する、またその事によって町外からも人が来る様な施設それと防災いろいろな形でこの

施設が出来るのだろうと思っております。その意味では、確かに凍結状態でありますけ

ども今後においても産業団体含めて働きかけたいというふうに今思っているところで

あります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 今、町長から直接話を聞きましたけれども、前回１２月定例で

３番議員に対して答えた事とほとんど変わっておりません。町民あるいは町外からの来

町者、その中に防災を含め設置の方向で検討したいという様な方向性かなと思っていま

すが、これについては先ほど質問しましたけれども、町長の公約ですので今、第６次総

合計画を策定中です。それにしっかりと位置付けをして進めるという事なのか再度お聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 
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○町長（松本博君） 今、６期の総合計画を策定中であります。しっかり検討して入れ

るのか、入れないのか、実施年度を含めて少し時間をかけて検討していきたいと思って

います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 時間をかけるというのは、必要な事かなと思うんです。ただ先

ほど今までの答弁からいって、町長も先ほど申しておりましたけれども、産業団体のど

れかが反対したらやらないという事なんです。どこに問題があるかというのは、国の補

助をもらって国道の縁に建てれるけれども、運営に関して町は参加しないという様な事

もはっきり申していましたので多分、その辺だと思うのですよ。やっぱり第三セクター

でもしっかり町もお金の面でも運営に関して支援するという事であれば産業団体も協

力してくれるだろうと思うのです。それで時間をかけて第６次総合計画を作るのは来年

ですから、それまでの間は、ふるさと納税で根室市が３０年度、約５０億円ですよ。我

が町については１億円位なのです。同じ一次産業の水産物を返礼品としているんです。

この辺をもう少し研究すべきだなと思っておりますが、白糠町も水産で２８年度の実績

で８億ちょっとありました。釧路・根室管内では根室市が１位で釧路管内では白糠町が

１位という状況にある訳です。私は、８億なり５０億あったら半分が自主財源になる訳

ですから、それによって色々な展開が出来る、この様な事から考えると道の駅が出来る

まで重点的にシフトしていくという事も大事だと思うんです。その辺の考え方、根室市

と浜中町と白糠町の違いはどこにあるのか、これは事務的な事もあると思いますので担

当課長から答えてもらっても結構ですけれども、前段の町長の考え方についてお答えい

ただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） ふるさと納税の関係で根室市や白糠町を例示しておりました

が当町も約１億円くらいの寄附金をいただいております。まず根室市の返礼品の数で調

べましたところ他の自治体も共通して開いているふるさとチョイスというサイトがあ

るのですが、ここで言いますと根室市は１，２００件ほどの返礼品の品数。当町の今現

在のホームページを開きますと１０８件という事で、この辺では１０倍以上の返礼品の

品数で大きな違いがあるという所も一つの要因かなと思います。 

それから海産物の関係で言いますと、大きな所では根室市の花咲ガニなどのボイル製

品やイクラなどの海産物もあります。あと酒なども返礼品の一部に組み入れているとい
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う様な事もありますので、この様な事を含めますと返礼品の品数が大きな要因かなと思

っております。 

それから開いているサイトの数も根室市は今調べましたところ４つのサイトを利用

しながら返礼品の方を行っている状況であります。浜中町では２件のサイトを利用しな

がら返礼品の方をお知らせしている状況です。 

また白糠町も返礼品の数は１６０品くらいあります。ただ白糠町も利用しているサイ

トが１３あるという事で、このＰＲの部分で浜中町と白糠町のふるさと納税の寄附額の

違いになると思います。 

それから、ふるさと納税へシフトしてはどうかの点ですが、今のところご協力いただ

いている事業所が１２事業所ございます。この様な事業所の更なる品数あるいは新たに

また提供いただける様な事業所の取りまとめを含めて、ふるさと納税を進めることが中

心になるのかなと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 前段質問しておりますから町長から答えをいただければと思う

んですけれども、この総合計画につきましては、しばらく時間を下さいという話ですか

ら、それまでの間、確かに浜中町のふるさと納税のサイト数は少ないですけれども、去

年の暮れに今のふるさとチョイスに加えて今２件になったという事、それをもっと増や

してＰＲをするという方向でいく。今、総務課長が言われた様に事業所数とか商品開発

これらをその間どんどん増やして実際今度やる場合に道の駅が賛同を得てやるという

ふうになった場合に活用できる訳なんです。そういった事を含めて町長の考え方を聞か

せて下さい。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 今お話がありました。最終的には道の駅の話なんです。それまで

の中でふるさと納税の関係でやったらどうかという事なんです。質問としては、ふるさ

と納税と道の駅に分かれる様な気がしますけれども、ふるさと納税に関して言えば、ふ

るさと納税と道の駅でそれぞれやっていきたいと思っています。道の駅の対策を具体的

にやっていかなければいけないと思っています。まずふるさと納税の関係については出

来ると思いますけれども、道の駅までの道筋が私の仕事の責任だと思っていますので、

しっかり具体化になる事を含めて働きかけていくなり、またお話をしていきたいと思っ

ています。以上です。 
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○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 次の質問に移らせていただきます。平成２９年６月定例で質問

しております。津波避難タワー建設計画に関しての質問をしております。答えはＭＧロ

ードの改良整備完了後に対応したい、それからＭＧロードのＹ字路改修と寿磯橋までの

複線化を優先して、タワーの建設はその後になると答えております。８年前に議員にな

る当時からの公約でございました。４年前も避難困難区域に関しては、避難タワーが絶

対必要だろうという事で大きな地震が来た場合に電柱が倒れて車で避難が出来なくな

るとか道路が決壊する恐れがあるので、ぜひその辺を検討して下さいという様な話をし

てきたところであります。３０年以内に大きな地震津波が来るという様な事も想定され

ていますから、私は、道道の整備改良計画の完了、今年度からボーリングをやってＹ字

路に関する調査をしている様ですから茶内まで複線化という事が、寿磯橋まで短くなっ

て計画されているという事で、そちらについては道筋が見えてきて大変喜んでいる訳で

すけれども、避難タワーや避難艇というのは、町独自の施策として今でいう国土強靱化

の一環として緊防債が使えると思うのです。これは１００％事業対象で７０％交付税対

象という事でありますから、そういった部分からいきますと、並行して道は道の方でや

っている、そろそろ今の時点から第６期総合計画にきちんと位置付けして避難タワーや

避難艇を配備するという様な形で出してほしいなという事でありますので、道道の方の

改良整備計画の内容と完了年次、それと避難タワー建設の目標年次、これを総合計画に

位置付け出来るかについてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。道道のＭＧロードから仲の浜交点の

Ｙ字路からＴ字路化の改良です。これにつきましては、議員おっしゃいますとおり、北

海道におきまして平成３０年度に現況測量、概算設計それと地質調査を実施してござい

ます。現在は北海道警察との間で交差点の形状について協議を行っているところでござ

います。平成３１年度でございますけれども用地測量それと支障物件の調査を行いまし

て地権者との交渉を経て、用地買収と物件補償、暫定盛土まで行いたいという事で、順

調に進めば翌年、単年度での工事の完成が可能という事でございます。 

次にその続きでありますＭＧロードの複線化でございますけれども現行の道路敷地

幅を変えずに現在ある歩道を撤去して幅広路肩を設けるという事で、通常は片道１車線

走行、避難時には避難方向に向かって実質２車線走行を可能とするというものでござい
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ます。北海道におきましては、現時点では完成年度までお示しする事が出来ないという

事でございますけれども、このＴ字路化の改良におきましてＭＧロードの方向の道路形

状は、幅広路肩の道路形状になるという事でございますので、Ｔ字路化の改良から継続

した形の事業展開が図られる様、道に対して要望を行っていきたいと考えてございま

す。 

次に避難タワー建設の関係でございます。議員おっしゃいますとおり道道の改良の関

係がございまして、なかなか進んでいなかったという事でございます。現在、この道道

の関係が進みだしているという事でございますので、これと並行して避難困難地域、あ

るいは車での避難地域における避難対策につきまして、避難タワーあるいは救命艇の有

効性なども含めて現在、地震津波対策の専門家からのアドバイスも受けております。そ

の様な中でどの様な対策が良いか検証を継続して、今後見直す予定としております地域

防災計画にも反映させていきたいという事でございます。地域防災計画に反映させると

いう事は、その後の総合計画にもリンクしていくものと考えてございます。ただ津波避

難タワーの目標年次の関係でございますけれども、今時点では何年度と具体的な年度を

お示しする事が出来ない状況でございますけれども、先ほど言いましたけれども専門家

からのアドバイス、あるいは地域の皆様と議論した中で進めていきたいと考えておりま

すので御理解をお願いいたします。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 道道の改良については了解いたしました。３２年までの完成を

目標にしているという事でございます。 

それから複線化の部分についても、現時点では完成年次は示せないけれども、片側歩

道をつぶして２車線化していくという方向性が見えたという事で分かりました。 

タワーや避難艇の関係でありますけれども、この事については私だけではなくて、７

番議員の方からも避難艇の必要性なども過去に質問されている訳であります。私は今

回、町政執行方針の中で災害の対策強化に努めるという事で、避難タワーや休憩艇の配

備、これは早急な対応が必要じゃないかなと思って質問していますので、今の防災対策

室長の話としては、地域防災計画に反映させるイコールそれが総合計画にも位置付けさ

れていくという様な流れですけれども、総合計画は第６次計画ですから３２年度からス

タートになると思いますが、それまでの間に方向性を示すというのは無理な事かもしれ

ませんけれども、出来るだけ早急に対応いただきたいと思っておりますので考え方をお
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聞かせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。議員おっしゃいますとおり避難困難

地域、あるいは車で避難しなければならない地域というのは、様々な避難に対するリス

クがあると十分理解しております。その中で遠くの高台に避難する事を優先的に考えて

きたという事でございますけれども、やはり避難というものは、議員おっしゃいますと

おり何があるか分からないという中で、対策は一つではなくて二つ、三つ、Ａがだめだ

ったらＢ、ＢがだめだったらＣ、この様な事が必要ではないかと思っていまして、現在、

地域防災計画の見直しをかけているという事で新年度、平成３１年度に地域防災計画を

まとめていき、この中で町の地域防災計画につきましては、国の計画があり、次に道の

計画があり、これに基づいた形で構成されますが、私どもが考えているのは、浜中町独

自で必要な事を盛り込んでいきたい、例えば個人としてやるべき事、地域としてやるべ

き事、町としてやるべき事、その中のしっかりとした位置付けの中で避難の対策を取り

組んでいきたいと考えてございます。それが翌年３２年度となりますけれども、総合計

画にも反映させていくという事で考えておりますので御理解いただきたいと思います。

以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 今、防災対策室長の力強い答弁を聞かせていただきました。こ

れがだめなら次の手も考えるという事で防災計画に反映していくという事ですから、ぜ

ひその様な方向性で進めていただきたいと思います。 

次に９月定例会で地域おこし協力隊募集で質問をしております。当初、道の駅に活用

したり観光振興に活用したりという話から３月定例会でも質問しているのですが、その

時は、観光振興や道の駅と言っておりまして、９月定例会では、移住定住という事で考

えているという事でありますが、昨日の補正予算審議で分かる様に未執行ですから１人

も募集がなかったという状況の中で、私は募集内容の見直しが必要ではないのかなと思

っているのです。もう少し気軽に出来る様な特産品開発とか観光開発、そちらの方で募

集したらどうかなと思っていましたので、今後の予定があるかどうかも含めてお知らせ

をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただ今の御質問に御答弁申し上げます。議員おっしゃる
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とおり今のところゼロという厳しい状況にあります。募集につきましては、昨日の予算

質疑の中でもありましたとおり、内容を見直しする必要があるとは思っております。今

現在、町としては浜中町をＰＲしていただきたいという様な、町外の目でＰＲしていた

だきたい、我々町民には気がつかない部分をＰＲしていただきたいという事での移住定

住という事で募集している状況でございます。その中で残念ながら来ていないという話

は、若干述べさせいただきましたけれども、この制度が始まった当初と比べまして、社

会全体が人手不足という時に地域おこし協力隊３年ですから、３年後の職が約束されて

いないというのが実情でございます。その３年間の中で４年目以降に定住が出来る様に

という事で協力隊として来ていただく事はかなり厳しい状況でございます。ただ今の状

況としては、平成２９年度に商工会で実施しましたアンバサダー事業で本町を訪れてい

た女子大生１名なんですけれども、この３月で御卒業の予定の様ですけれども新年度以

降、浜中町の地域おこし協力隊として「希望しようかと思う」という事で先週になりま

すけれども役場の方に来ていただいております。４月１日からは無理ですが４月中旬か

５月位からという事で応募したいと言っておりますので期待したいなと思っておりま

す。もし、その方が来ていただけるのであれば、当然首都圏の女性ですので、そこを発

信元にして次の方という事も考えられるのではないかと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 希望者がいるという事は大変喜ばしい事だなと思っております。

以前から言っておりますけれども１人で活動するのが大変であれば、次に２人目を募集

する、この様な事で頑張っていただきたいと思います。 

時間がありませんので次の質問に移らせていただきます。平成３０年３月定例会で町

内全域に光通信網の整備に関して質問をしております。次期総合計画の重点事業として

検討していきたいというお答えをもらっておりますけれども、霧多布地区のエリアは光

回線が入っている、それ以外については茶内、浜中、姉別、原野方面を含めて光回線が

入ってなくて通信エラーがでているという事ですので、企業誘致をしたり、廃校舎の利

活用をするにしても必要な施策になるんじゃないかなと思っております。この様な事で

質問をしておりますので、その後の対応はどうなったのかお知らせをいただきたいと思

います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただ今の御質問にお答え申し上げます。次期総合計画に
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町内全域の光通信網の整備を検討する事についてですけれども、これまでの議会でも御

質問いただいておりますし、庁内でも議論してきております。次期総合計画策定のため

の町民アンケートやまちづくり委員会の専門部会などでも御意見が出されているとい

う状況でございます。ただ、以前から申し上げているとおり光通信網の整備とその後の

ランニングコストに多額の費用がかかるという事から、実際どの様な整備が必要でどの

程度の費用がかかり、浜中町でどの程度の方が加入していただけるのかという状況を慎

重に見極める必要があろうかと思っております。 

更に今までＦＷＡを整備した事によって補助制度が使えないというお話をさせてい

ただいておりました。平成３１年度から新たな補助制度を高度無線環境整備推進事業と

いう制度が創設されております。こちらの制度でいけば本町も補助事業として採択され

る可能性がございますので、今後、北海道通信局あるいはＮＴＴとの協議を重ねて情報

収集に努めるとともに、次期総合計画に盛り込む事が可能かどうか検討させていただき

たいと思っております。今まで補助の部分は、道がゼロだったんですけれども、幾らか

補助の道が見えてきましたので活用できるかどうか、そこら辺を検討させていただきた

いと考えているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） ハードルがすごく高いなというふうに思っていましたが、新た

な制度が創設されたという事で北海道の通信局等に協議するという事ですから大いに

期待をしたいと思います。この補助制度が出来るとなれば概算で１０億円位かかるとい

うふうに言われていました。それの半分の２分の１が補助となれば半分ですので５億を

１億ずつで５年間かけて整備するという事も可能じゃないかなと思うんです。場合によ

っては、年度によって金額が変わってくるだろうけれども、そうなれば裏財源は辺地債、

過疎債これらを使えるなと思っております。ぜひ前向きに協議を続けていただきたいと

思います。答弁は結構です。 

次の質問に移らせていただきます。平成３０年９月定例会で景観条例制定と景観計画

の作成時期に関する質問をしております。景観アンケート結果を踏まえて取り組むと答

えておりますが、合わせて総合計画が同じ担当課の方でされているという事で職員の体

制などもあるので総合計画策定後という話がされていました。この自然エネルギーの発

電設置業者が民有地取得に躍起になっており、既にご覧になっていると思いますけれど

も、この様なチラシが新聞の折り込みに掲載されておりました。これらによって景観が
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損なわれないうちに景観条例なり計画を策定して急ぐべきだと思うのですが、その辺の

対応をお願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただ今の御質問にお答え申し上げます。景観条例の制定

や景観計画の策定についてですけれども、昨年アンケートを実施しております。そのア

ンケートの中でも必要を感じている町民の方が多いという状況でございます。今後、条

例制定に向けて進めてまいりたいと考えておりますけれども、議員おっしゃるとおり

今、総合計画の策定作業中でございますので現有の職員の数では厳しい状況ですが着手

しなければいけないという事も思っております。一定程度の時間は要するのかなと思っ

ておりますが、いずれにしても策定は必要だと考えておりますので、御理解いただきま

す様お願いを申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） 理解いたしました。少ない人員で頑張っておられる事ですから、

今年度で太陽光発電の土地の買収も終わりなのかなというふうに思っております。今言

われた様に景観行政団体の指定を受ける様な形で進めていただきたいと思います。 

最後の質問に移らせていただきます。これは、昨年の１２月定例会で質問しておりま

すけれども、空き家等解体支援の制度設計という事でお伺いをしております。解体の補

助要綱、これについては年度内に策定というふうに答えております。支援制度の概要が

ほぼ決まっているんじゃないかなと思われますので、その概要と予算措置がいつ頃され

るのかについてもお知らせいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。空き家等の解体支援制度でございま

すけれども、新年度に実施する事で役場内部で組織する空き家等検討会議で議論を行

い、まとめたものを支援制度の要綱の素案として、現在、外部委員で組織いたします、

空き家等対策協議会の委員の方に内容をお示しして御意見を伺っている最中でありま

す。この外部委員の皆さんにお示ししている素案でございますけれども、今後変更する

という事も十分考えられます。 

現在、主な内容といたしましては、対象とする空き家につきましては現在、特定空き

家等の判定を行ってございます。これとは別にこの特定空き家の判定のハードルを若干

引き下げた形で独自に不良空き家等の判定を行って、この判定で対象とする物件を決め
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ていくという事、それと空き家については専用住宅、共同住宅、併用住宅で延べ床面積

２分の１以上の居宅を対象として考えております。 

次に補助対象者でございますけれども、空き家の所有者及び関係者とし相続人からの

同意これは要件としては考えていきたいというふうに思ってございます。 

次に解体工事につきましては、町内に事業所を有する法人あるいは個人が請負うもの

といたしまして、補助金額につきましては、補助対象経費の２分の１、上限を５０万円

として財源確保のため国の空き家対策総合支援事業の補助金の活用を考えてございま

す。 

なお、この内容につきましては現時点における支援制度の素案でございます。実は今

月の下旬に空き家等対策協議会を開催する予定となってございますので、その修正を経

まして４月１日からの要綱実施という予定としてございます。それで予算の関係でござ

いますけれども要綱が出来ましたら、どのくらいの対象者それと希望者はいるのかとい

う調査を行い、できれば６月の議会で予算措置をしていきたいと考えてございます。以

上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○９番（川村義春君） この空き家対策は以前の１２月定例会でも質問しておりますけ

れども、解体にかかる費用が今２分の１で５０万円を上限とするという様な案が素案と

してある様な話ですけれども、１２月定例会でも話しましたけれども、解体する費用が

相当高い様なのですよ。それで全国のネットで調べてみますと１５０万円から２００万

円を超える様な解体の費用がかかるので２分の１で１００万円を上限とするというと

ころも実際あるのですよ。この前の道新の記事ですけれども、先ほど言われた特定空き

家の場合、倒壊の恐れがあるなどの危険な空き家については、行政代執行で撤去できる

という事で、壊れた空き家、壊れそうな危ない空き家を町が解体するとしたら、費用の

回収は、ほとんど難しいと言う様な報告が出ているのですよ。代執行した場合は総務省

の調査でいくと４８件しかないという状況なのです。町内にも特定空き家になるものが

２つか３つあるはずなんです。今から所有者や相続人とかをしっかり特定できたら高額

補助をする事によって町が全額を持たなくてもいいという実態になるはずなんです。私

は、できれば５０万と言わず、全国１番の上限は１００万です。そのくらいの事を北海

道一、浜中町は空き家物件に補助しているという様な事で特化するという事も一つのＰ

Ｒに繋がると思います。ぜひ、この事も含めて検討いただければと思います。その対策
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協議会が４月に行われて、予算措置等については実態調査を踏まえて、６月から予算措

置をするという事ですので、その辺の答弁いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。議員から上限の引き上げという話が

ございました。それで最終的には協議会の中で議論していく中身という事になりますけ

れども、今回５０万円の上限にしたのは、空き家に対しては、本来、自己責任の部分が

あります。本来、個人の持ち物でありますので、対策計画の中でも適切な管理について

は所有者が自ら責任を負うという事で、解体についても、原則所有者において解体する

責任があるという事でございます。その様な状況の中で、事情により難しい部分もある

という事で、町としても個人の責任、それと町との対策、この様なものを考えまして、

今回、浜中については５０万円という事で案を出させていただきました。これは先ほど

言いましたとおり協議会中で様々な意見が出るというふうに思いますが、事務方として

はこの様な考えで、全道的な状況を見ますと、半分近くが５０万円という事でした。先

月、全道の空き家対策会議がございまして、先進的事例の町村の報告がございました。

オホーツク管内のある町でございまして、人口が４０００人台という事で浜中より小さ

い町で平成２５年から除却の補助を出しているという事でした。ここは２分の１上限で

５０万円という町でございます。平成２５年からですので現在まで６年間で１２０件弱

位、年間２０件ずつやっているという事でございます。その事例を見ますと、町では空

き家の調査をして管理すると思われるところには通知を出しています。ただ通知を出す

だけでは、なかなか本人に撤去という意向を示してもらえないという事ですので、文書

通知だけではなく、例えば近くであれば面談をして実態状況等をお話しして、何とか今

やるのであれば町としても支援するという事を伝えて壊してもらい、遠くの方であれば

電話を通じてお話するとかの細かい取り組みの中で実績を上げている事も示されてお

りました。 

確かに金額が多い方が所有者にとっては有難いと思う状況もございますけれども、協

議会の中で議論させていただき、最終的に決めさせていただきたいと考えておりますの

で御理解をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） １０番田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 通告に従いまして質問させていただきます。 

 ５期総合計画の最終年度となり６期総合計画策定に向けた作業の最中であると思い
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ます。基本計画の多くは、継続する事が効果的であり目的達成のために必要なものであ

ります。したがって、その大部分は前期計画を踏襲しながら、しっかりと評価すべきも

の、内容の見直しを図るもの、新たに加えるもの、不要になったものを削除していくな

どの作業になると考えております。現在部会ごとに慎重な議論が成されているものと思

いますが、数点について質問したいと思います。 

まず１点目、５期総合計画の第１章２節の林業の振興について伺います。森林組合へ

の事業支援として森林整備の共同化や担い手の育成などを図り森林組合機能の充実に

支援しますとあります。担い手対策としては、本町として農業、漁業、商工業では後継

者就業交付金制度が創設され、その効果が見えつつあります。ただ林業においても高齢

化、後継者不足という点では深刻な状況にあるのではないかなと考えております。 

そこで伺いますけれども、浜中町の現在の森林林産業、木材業の後継者と担い手の現

状あるいは労働人口の現状これらの対策として考えられるものについて伺いたいと思

います。 

また２０２０年、来年度開校予定であります仮称道立林業大学校、この拠点が旭川に

決まったという事で、拠点は旭川ですけれども、道内７ヵ所に実習地を設け学校運営に

あたるという事で聞いておりました。先般、林活議連の講習会の中で学校等が具体的に

見えてきて、その学校との連携の中で町として林業の担い手についての後継者対策とい

うものが考えられるのかどうかを伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（久野義仁君） 御質問にお答えいたします。まず１点目の町内における各

林業事業体こちらの就業状況でございます。まず釧路東森林組合こちらの合併後になり

ますが今現在２名の職員が就業しております。また植栽・下刈り・間伐などを行う、い

わゆる造林事業体こちらが１社で従事者が７名おります。 

それから茶内に大きなプラントがございますがこの関連会社を全部合わせて６社の

製材会社がございます。こちらが２月末現在で６５名就業しているという様な状況でご

ざいます。 

それから２点目の後継者の部分についてお答えしたいと思いますが、森林づくりを担

う労働者につきましては、近年、林業生産活動の活発化などにより全道で増加傾向にあ

ります。釧路管内は減少傾向であります。また依然として林業労働者の高齢化率が非常

に高い状況で、全国的に人工林が利用期を迎える状況にあり植栽・間伐作業を行う造林
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労働者の人材不足が大変深刻な状況にあります。将来にわたって林業労働者が安定的に

確保する事が課題と考えております。この様な中で昨年、釧路管内において釧路地域林

業木材産業担い手確保推進協議会を設立いたしまして、北海道市町村そして森林組合、

林業企業体それぞれが構成員となりまして、釧路地域林業木材産業の担い手確保に関す

る取り組みを図るべく活動を開始したところでございます。本年度はその設立２年目に

なりますが、主な活動実績といたしましては、各種企業相談会への出展、企業相談会の

出席、それから就業フェアの出店、管内高等学校への出前講座、それからＳＮＳなどを

活用した林業木材産業のＰＲ活動を現在実施しております。 

なお、本町におきましては昨年１０月に伐採作業、それから製材会社で加工体験が出

来る林業お試しツアーも実施しております。それから本年なりますが、２月１４日に霧

多布高等学校に出向きまして出前講座を協議会として開催して霧多布高校生に町内の

林業活動はもとより、管内の林業業界それから木材の利用促進に向けたそれぞれのＰＲ

活動を高校生に対して行っております。今後もこの協議会を中心に林業労働者確保へ向

けた取り組みの強化を浜中町としても積極的に図ってまいりたいと思っております。 

それから３点目の林業大学校の御質問でございます。御質問のあったとおり北海道が

平成３２年４月の開校を目指しておりました林業大学校は、本年２月に北海道立北の森

づくり専門学院に名称が決定しており、旭川市の道立総合研究機構林産試験場に併設す

る形で校舎を設置することが決定いたしました。林業大学校は道内林業木材産業の即戦

力となり、将来的に企業などの中核を担う地域を根ざした人材を育成することとしてお

り、２年間のカリキュラムを経て道内の林業木材企業、森林組合など幅広い就業を期待

しているところでございます。御質問のありました林業大学校との地域連携につきまし

ては、実践的に教育に不可欠となる基礎実習や実践実習などを効率的に実施するため根

釧地域を含め道内７地域において実習フィールドや施設の提供インターンシップ先の

助成、学生の宿泊や移動といった受入支援などに関する連携協定を締結いたしまして各

地域の実情を踏まえながら関係する市町村や企業、教育研究機関などと連携強化体制を

構築することとしております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 大変詳しく説明いただきましてありがとうございます。 

それで再度確認したいんですけれど、先ほど申しました様に農業、漁業、商工業につ

いては、町独自に後継者対策という事で制度を設けております。確かに農業、漁業、商
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工業においては直接的に後継者対策という事では理解しているのですが、もう少し広い

意味で考えますと、林業においても個人業ではない関係で、後継者ではないですけれど

林業の担い手を作るという意味では、やはり後継者であろうと私は考えます。それで先

ほどあった様に、現在その従業員数は足りているのかもしれませんけれども高齢化率も

進んでいて、その中で若い人材を町内の林業関係に従事してもらう様な対策を町として

考えるべきだと私は思うんですよ。それで林業大学校の授業料が１５万円位というふう

に聞いているんですけれども、この授業料を学校を卒業して町内に帰られてきて林業関

係の仕事に従事されるという様な条件もあると思いますけれども、町独自の支援体制が

必要かなと思いますので、その辺の考え方も伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（久野義仁君） 御質問にお答えいたします。議員おっしゃられたとおり今

現在、浜中町それぞれの林業企業体に就業する方の人数は、決して足りている様な状況

ではないという事で各会社の方から伺っております。 

また今年度から製材会社における職人さんと言われる方の退職が徐々に始まるとい

う事を聞いております。この問題が非常に深刻となっているので再雇用制度も会社とし

て設けておりますが高齢化によって、作業も限定されてくるという事もありまして、そ

の後の資格の取得に関する事も企業としては、力を入れていかなければいけないという

事も伺っております。人材につきましては、決して足りていないという状況があるとい

う事の様です。それから林業大学校との連携の話を先ほどさせてもらいましたけれども

議員おっしゃるとおり、この林業大学校の主たる目的は、道内の林業体の就業者を確保

するという事が目的となっております。そういった意味では、釧路地域においても浜中

町にどの様な林業事業者を確保できるのかという事を町としても考えていかなければ

ならないと思います。これまで３１年度の予算しか提案させていただいておりませんが

平成３６年度から森林環境税が導入される事に先立ちまして平成３１年度から森林環

境贈与税、こちらが市町村に交付される事になります。限られた財源ではありますが、

この森林環境贈与税の主たる目的は、森林の整備を進めていく事、それから担い手の確

保それから木材の普及ＰＲその様なものを主たる目的として活動しなさいよという事

で贈与税が３１年度から交付される事になっております。議員から質問があったとお

り、この担い手確保の部分につきましては、大変大きな問題だと思っております。就業

者確保を行うための支援策というのは色々考えられると思いますので議員から御提案
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ありました例えば大学校を卒業して町内の企業に就職した場合には、授業料を免除する

とかの授業料免除制度も一つの案だと思います。先ほどお話しをしました環境贈与税な

どの財源を活用しながら担い手の確保に繋がる様な施策に出来る様に努力してまいり

たいと思っていますので御理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） ぜひ有効な制度等を考えてこの林業における担い手対策にも

生かしていただきたいと思います。 

次の質問に入ります。第１章４節の商工業の振興及び５設の観光業の振興について伺

います。商工業の振興の分野では、魅力ある商業空間づくりとして浜中町出身者である

モンキー・パンチ氏の作品ルパン三世のキャラクターを生かしたＰＲ製品の作成や商店

街等の空き店舗の有効活用により元気で賑わいのあるストリートの整備を図りますと

あります。 

また観光の分野ではルパン三世を活用した観光の推進として霧多布市街地を拠点に

ルパン三世を活用した空き店舗の利用や情報の発信、イベント等の開催による観光客の

増大に努めますと明記してあります。平成２３年９月の補正からルパン三世地域活性化

プロジェクトという科目が設けられ、初年度９６４万円の予算から今年８年間で約総額

８,０００万円程度の事業展開をしております。事業費の約８割はルパンプロジェクト

運営補助としてフェスティバル等のイベント開催に充てられてきた事と思っておりま

す。確かにイベントによって多くのルパンファンがいる事は分かりました。また、一昨

年から岬まつりとの共催によって地場産食材、景勝地等のＰＲにも繋がっていると考え

ております。ただ私が個人的な感想かもしれませんけれども、このイベントでの盛り上

がりというものが一過性のもので終わってしまう様な感じがあり、経済の波及効果につ

いても限定的なものであるのではないかなというふうに思っておりますが、その辺どの

様に捉えておりますか。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。この活性化事業につきましては、

平成２３年度から議員おっしゃいますとおり３０年度までにルパン三世キャラクター

を活用しまして霧多布市街地の街灯サインに駅舎の装飾、仮想店舗の設置などの町中装

飾、また、交通機関への活用としてＪＲ北海道花咲線へのラッピングトレイン、釧路バ

スのラッピング、タクシーへのラッピングそして、事業シンボルとしてルパン三世フェ
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スティバルを開催しているところであります。これらの事業を検証するという事で、平

成２９年１０月、町内外７名で構成されるルパン三世による地域活性化事業諮問委員会

なるものを設置して、これらの検証をしたところであります。この結果、まちなか装飾

の劣化や活用不足、町民のルパン三世事業への理解不足、ルパン三世フェスティバルの

継続、夏場中心の集客から通年型へ役場新庁舎との連動など５つの課題が出されている

ところであります。これらの対策としまして一過性のフェスティバルではなく、１ヵ月

間のキャンペーンスタイルに展示したりという課題解決に向けた提案が成されている

ところであります。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） １ヵ所のイベントだけに頼らずという様な考えなのかなと思

っております。その１ヵ月の期間、町で行っているうまいもん市を模様替えしてロング

ランでの行事を考えている様に受けとめていいのかなと思います。１ヵ月でのキャンペ

ーンという事で具体的な中身は、これからという事なんでしょうか、この考えを伺って

おきます。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。先ほどもお答えした様に１ヵ月間

のロングランの中で例えば声優さんが来る日は、スペシャルデーなどという事で今まで

どおりのフェスをやり、その１ヵ月間の中でスタンプラリーとかモンキー・パンチコレ

クションをロングランで提供するなど、昨年は中止になってしまったんですけれども地

元霧高生との交流などの事業を図って町民が一丸となって参加していただく様な活動

をしていきたいという事でございます。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） ５期総合計画の中にある商店街ストリートの整備による活性

化とありますが、これはどの様なイメージでこの様な文言になって、どの様なものを目

指しているのかという事について伺いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。現在、町内の商店街は、空き店舗

が増加しまして空洞化している状況になっております。これらにルパン三世キャラクタ

ーを活用しまして仮想店舗など期間限定の閉鎖店舗の開設など町民が集う商店街スト

リートを目指したいとしております。特に商店街に観光客や町民が気軽に立ち寄れるコ
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ミュニティーカフェなどを商店街の賑わい形成のために創設したいという事で謳って

おります。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 空き店舗になってしまって、降りてしまったシャッターを再

度開けるという働きを目指すという事は何となくは分かるんですけれど、問題は、この

商店街の方々、地域の方々、要するに町民の思い、気概、この様なものが伴って初めて

事業というものは成功するのかなと思うんです。その辺の話し合いは出来ていると考え

てよろしいのでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。これらにつきましては、今プロジ

ェクトの中で具体的に場所の方も特定できているものです。それらを活用できるところ

を探して使えるところをプロジェクトの中で協議して事業化していくという事でござ

います。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） そうではなくて商店街の活性化を図るという意味で、地域と

しての思いや考えは共有されていて、自分たちも何が出来るのかまで考えて行く様な思

いがあって初めて成功するんじゃないのかなと思うんです。その様な話し合いはされて

いるんでしょうかという事で伺ったんです。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） 先ほども申し上げましたとおり、諮問委員会からの課

題の中で町民のルパン三世事業への理解不足という事が言われております。それらを解

決する意味で、まずは若い霧多布の高校生たちの連携、あとは商店、商工関係に関係な

く漁業者でも農業者でもキャラクターを活用できる様なセミナーを実施し、事業展開を

進めたいとしているところであります。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 大事になってくるのはそういう事だと思うので、ぜひこれは、

しっかりやってほしいと思います。それと、これは私見ですが、ルパン三世の活用の狙

いというものは、ルパンの根強い人気による集客力がある事が魅力だと思うんです。こ

のルパン三世を町として活用できるのは、多分浜中町だけで、モンキー・パンチさんの

承認、日テレさんの承認がありまして、唯一ルパンを売り出せるのが浜中町なんだと私
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は思うんです。それを活用する狙いとしては、ルパンというネーミングで多くの人に来

てもらう様、浜中町の良さ、食材あるいは景観、風土、この様なものを体感してもらう

中で浜中町のＰＲに繋がってくるのかなと考えます。先ほど１ヵ月間のロングランって

言いましたけれども、私は観光シーズンを通した中で、いつ来町されても浜中町の良さ

を体感できる様な食材や景観等の様な体制づくりといった方向性、その様なものが必要

になってくるのかなと思います。先ほど道の駅の話も出ましたけれども、私は、道の駅

という言葉がいいかどうか分かりませんけれども、いつ来られても良さを体感してもら

える様な体制づくりは、必要になってくるんだろうと思います。それで私はやっぱり道

の駅というのは、先ほど９番議員は、地場産食材等の活用という事もありますけれども、

この観光という意味合いで道の駅的なものの存在が必要なのかなと思うんです。今、総

合計画策定に向けての質問ですので、ぜひ方向性を６期総合計画には載せるべきだと私

は思うんですけれども、町長の考えをお聞かせください。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） ただ今、商工観光課長からもお話しましたけれども、その為に今

しっかり努力しているんだという事であります。食材、観光そして体制づくり、体験で

きる事、その事業が観光に結びつく方法も含めて検討していく事だろうと思っておりま

す。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） ぜひ６期総合計画に反映させていただきたいと思います。 

次に入りたいと思います。第４期総合計画では、資源の活用を生かし新しい産業をお

こすとして中小企業の経営体質強化に向けた指導支援を充実するほか、企業家の育成、

誘致などによる新たな事業や雇用の確保に努めますと明記してあります。これが現在の

計画には、誘致という文言が入っておらず企業誘致というものが入っておりません。例

年の町長の執行方針の中では、企業振興条例に基づく支援をしていくという事が書いて

あり、誘致に取り組むという事なのかなというふうに理解したいと思います。近隣の町

村では、野菜の栽培施設であったりウィスキー工場またはバイオマス発電施設、日本語

学校など様々な分野での企業、事業所の誘致というものに取り組んでおります。もちろ

ん事業内容にもよりますけれども、人口減少対策の面からも、この様な事業所、企業の

誘致に向けた活動は必要なのかなというふうに考えます。その機会がある時には、積極

的に取り組むべきではないかと考えます。 
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その上で伺いますけれども、４期、５期計画期間ですから１９年間、この期間内に企

業振興条例これに基づいて固定資産税等の減免等の措置なんですけれども、この条例を

活用した事業所件数及びその中で新たに新規として利用された件数はあるのでしょう

か。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。企業振興条例の指定対象件数と新

設件数でございますが、浜中町文書編さん保存規程によりまして１０年間の保存となっ

ております。平成２０年度からの分となりますので御了承いただきたいと思います。平

成２０年度から３０年度までにおいて指定対象件数は８件ございました。そのうち新設

件数は５件となっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） この条例の中には、３条でこの企業の規模の定めがございま

す。その規模までは達しないけれども、もう少し小規模な事業所この様な誘致も必要じ

ゃないのかなと思うのですよ。この条例の規定から外れるけれども人口減からの対策か

ら雇用も生まれるだろうという考えの中で事業所の誘致に向けた支援も必要ではない

のかなというふうに考えます。例えば別海町でもやっている様なテレワーク、残念なが

ら前回の光回線の関係につきましては難しいということでした。この光回線につきまし

ては、光回線までは必要ないけれども事務所があれば色々な事業展開が出来る企業や事

業者があると思います。そういう事業所などがあった場合、例えば閉校となった校舎、

使わなくなった保育所等を事務所として提供するなどの支援策を考えながら誘致活動

を図っていく必要があるんじゃないのかなと思うんですけれども、その考えを伺ってお

きます。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。浜中町企業振興条例につきまして

は、新設する場合の投資額は２,０００万円以上という事になっております。それ以下

の部分は対象にはなりません。この前段にあります過疎地域自立促進特別措置法があり

ますが、そちらでは２,７００万円以上の投資という事で浜中町独自に２,０００万まで

下げている状況であります。これ以下という事になれば検討しておりませんので今後の

課題になるのかなと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 
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○１０番（田甫哲朗君） そういう事を聞いていないです。この条例で定める規模まで

いかなくても企業なり事業所があった場合には、独自に支援というものを考えられない

か。条例での支援は主に固定資産税を免除しますよという内容かなと思います。そうで

はなく条例で定める規模以下の事業所など、例えば提案があった場合に町として条例を

満たしていないので出来ませんではなくて、例えば空き校舎や空いている保育所そうい

う支援策で企業の誘致に取り組む考えはありますかという事で聞いております。 

○議長（波岡玄智君） これは、町長の施策に対する意見、提案という事でありますの

で町長の判断が必要だと思います。町長の方から方向性等について現在、質問者にする

考え方があればお答えください。 

○町長（松本博君） 今の質問は、条例化されている事についてはいい、もう少し規模

の小さいもの対して支援できないかという事だと思います。確かに固定資産の関係です

から２,０００万円とか大きいものがありますけれども、チーズ工房を開いている方が

いますけれども色々な事業などを利用しています。この条例に関係なく補助事業とかの

形で規模の小さいところもあると思います。この条例とは関係ないですけれども農業で

すとか町で行っている産業振興資金、色々と各種持っている事業を積極的に使ってもら

いたいと思っています。制度としては、決まっていませんけれどもあらゆることを相談

されれば支援していきたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 昨日、総経委員会からの調査報告という事で、商工会を通じ

て株式会社ビオラという企業ですが、縁あって商工会と繋がり浜中町とも繋がった訳で

す。もう少し具体的に言えば、富士計器さんからの紹介で商工会と通じたという話であ

りましたけれども、この企業が持っているノウハウというのは、昨日の調査報告の中で

報告したとおりであります。やはり民間が持っている能力というものを生かしていくべ

きかなと考える中でビオラさんが道東支店というものを構えた中、自社でその運営をし

ながら活動したいという考えをもっておられる様なんです。これはチャンスかなという

ふうに私は思うんですよ。先ほど言っている条例以下の支援策というものを考える中で

チャンスがあった時には、こういう応援をするという事で、浜中町に来て下さいと言う

様な取り組みが大事じゃないですかという事で伺っています。このビオラさんからの提

案が商工会からあるのか、ないのか、ないとすればその様な方向で商工会と詰めていく

考えはないのか、浜中町に来て活動してもらうという考えはないのか伺っておきます。 
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○議長（波岡玄智君） 今の話は、企業条例に関わっての捉え方ではなく新たな視点で

伺っていますので、混乱しないで御答弁いただきたいと思います。 

○町長（松本博君） ビオラの関係については、浜中町でも活動したという話は聞いて

おります。その中で何をしたいかを商工会を通じて協議があって初めて支援や協力が出

来るんです。ビオラさんが来るという事は聞いておりますけれども、その中身について

は、これから協議するものだと思っています。まだ来ていませんので、これからだと思

います。支援する、協力する、協調するという事を町にとって良い事であれば積極的に

協力していきたいと思っています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 仮に商工会等を通じて町に相談等があった場合には、積極的

に前向きに考えていくという考えで宜しいのかどうか再度確認しておきます。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） 現在ある中小企業特別融資や産業振興資金の商工機器

の貸付がございますので積極的に支援してまいりたいと思っております。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 次に第２章第１節の土地利用という項目では、定住促進を図

るため明記してあります。また、第８次行革大綱の中でも自主財源の確保という観点か

ら同様の文言が載っております。これは第４期計画では記載がなく、その必要性から現

在の第５期計画に反映されたものではないかというふうに考えております。その上で９

年間の遊休町有地の売却等に対する取り組み、実績について伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 御質問の遊休町有地の売却の関係なんですが、実績という事

で、この９年間というお話でございましたけれども、直近の５年の中では、特に町有地

の普通財産の宅地、ここの部分の売却という事で事例を申し上げますと、町から借り入

れてそこに住宅を新たに新築した際、町の用地を自己の所有にしたいという事で、その

場合には随時その要望に答えながら売却しているという事、あとは事業で例えば駐車場

にした所の売却が、平成２６年１件と平成２７年１件が実績としてございます。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 今、宅地という部分で何件か売却があったというお話であり

ました。私が住んでいる茶内地区の場合、現在は、民有地での住宅建設なりアパート建
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設が進んでいまして、町有地もあったのですが聞いたところ賃貸契約だというお話もあ

る中で第６期総合計画を策定する上で売却等に向けた考え方を盛り込むのか、もう少し

踏み込んだ文言で盛り込むのかも含めて短く答弁いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 町有地の宅地に利用できるのかなというところもありますけ

れども、売却のルールも公平につくり上げて次期の総合計画の中にも盛り込んでいくと

いう事になっていくと思います。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 時間の関係もありますので、若干順番を変えさせてもらいま

す。 

第４章第１節の学校教育の充実という面では、教員住宅の整備というところがありま

して老朽化した教職員住宅の建て替え改修を計画的に進めます。それと校舎、屋体の耐

震化改修という事で、この計画の整備をするという事ですけれども、耐震改修について

は既に終わっていると考えるので、校舎屋体の耐震化という部分は、この事業として役

目は終わったのかなというふうに考えているのですが、それでいいのかどうか。 

教員住宅につきましても、現在民間のアパートなりを活用するのが主流となっている

中で同様にこの様な文言を次期計画にも載せていくのかどうか極力簡単にお答えいた

だきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） お答えいたします。校舎屋体の耐震化につきましては、終

了してございます。教員住宅につきましても、現在第６期の策定委員会の方で色々話さ

れておりますので、それに基づきまして第６期の方にも位置付けしまして継続的に教員

住宅の改修等を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○１０番（田甫哲朗君） 霧多布中学校に関してですけれども、作成された長寿命化計

画の中では、今後４年間をかけて校舎と体育館を含め、年間７,０００万円程度の予算

の中で、４年間ですから２億８,０００万円位になると思うんですけれども、長寿命化

計画を進めていく中で、今後１０年の各中学校の生徒数を現在の保育所５歳児、４歳児、

３歳児の数から割り出してみました。 

霧多布中学校は、現在５８名から３５名、散布中学校は２０名から１７名、浜中中学
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校は２４名から１７名、茶内中学校は５８名から５２名にと、単純計算でこの様な数字

が出てきます。合計しますと１０年後には現在１６０名から１２１名になると考えられ

ます。更にその１０年後については、資料がないので計算できませんけれども、前回お

願いしてある地区別の年代別人口推計が出れば割り出せるものかなと考えます。想定で

は、１００名を切る様な時期が来るのではないかなというふうに考えます。そこで今後

１０年、１５年先この霧多布中学校の移転を含めた適正化というものが見通せるのであ

れば、この４年をかけて大規模に改修する長寿命化計画、これを極力必要最小限に留め

て圧縮を図るべきではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 議員が言われましたとおり長寿命化改修につきましては施

設を８０年間使うという様な事が基本でございます。２０年、４０年、６０年でそれぞ

れ大規模な改修をするという事でございます。今言われたとおり非常に児童の生徒数が

少なくなってきているという事も今回の教育文化部会の中でも協議されてございます。

この様な事も含めまして学校の適正配置も含めまして、第６期の総合計画の中で検討し

ていきたいと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） 長寿命化計画の関係でございます。これは学校ばかりで

はなくて全ての施設に該当しますので総体的な考え方を御説明申し上げたいと思いま

す。議員おっしゃるとおり今後の人口減少それから平成初期に一気に建てられて一遍に

維持補修費がかかるという事が危惧されているところでございます。当然、人口減少に

なりましたら二つの建物を一つにという事にもなると思います。更には新しく建てるの

ではなくて長い間使うためにという事でこの計画がございます。必ずしも先ほど管理課

長申し上げましたけれども計画に載っているからという事で、その通りに事業が推進さ

れるというふうには考えてございません。これから総合計画の策定中でございますけれ

ども各町民の方からも意見をいただいておりますので、その内容を揉んでプロジェクト

も組んでおります。そういったものを勘案しながら事業を実施していくという事になり

ます。ただ、万が一、長寿命化にしなければいけないという事になりますとこの計画が

ないと財源が確保できない、その為にこの計画を急いで作ったという事でございますの

で御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 
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○１０番（田甫哲朗君） 良く分かりました。必要な状態を見ながら計画の中で進めて

いくというふうに捉えたいと思います。 

 それで霧多布中学校が移転になり改築されるまでには相当な年数が必要なんだろう

と考えます。その中で現在、霧多布中学校、霧多布高校の津波避難計画、これは前回の

質問では揺れが収まってから５分後に避難行動を開始して現在の避難場所МО‐ＴＴ

Оかぜてに逃げる、ほとんど時間的な余裕がないという答弁でございました。それで一

般の方が１人２人で逃げる場合は、５分での避難行動の開始は可能なんだろうと思いま

す。しかし集団行動という観点から考えますと、例えば今避難しなければならないけれ

ども３人来ていないという話には当然ならない訳です。この時間的な余裕がないという

部分を見直さなければならないと思うんですよ。私が考えるのは、現在進んでいる新庁

舎に付随する新たな避難道路が完成する訳です。これが完成した後には、霧多布中学校、

高校の避難場所を湯沸山というふうに改めて、時間的な確保を図るべきではないかなと

いうふうに考えます。これについて伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。学校での津波避難の関係でお話がご

ざいました。やはり学校の避難に関しては様々なリスクがあるという事は承知してござ

いますし避難の困難さ、色々な想定がされる訳でございます。現在、学校の避難に関し

ましては、津波の避難計画等もございますし、町においては津波避難計画、これに基づ

いて地域ごとに避難道、避難経路、避難場所を示し、学校側で計画を立てられていると

いうふうに承知してございます。湯沸山の避難道が完成すればそちらへという事でのお

話がございました。現在、霧多布中学校、高校につきましては近くに高台がございませ

んので遠くの高台へ低い場所を通り車で移動するという大変リスクを背負った避難の

状況になっているという事でございますので、これにつきましては、現在専門家からア

ドバイスを受けている中で検証、見直しをしていきたいと思っております。やはりリス

クを回避するという事で、例えば避難方法も１つではなくて複数を用意するだとか垂直

避難という事も考えていかなければならないと思っております。垂直避難とは、建物の

中の上部に避難するという事も考えていかなければならないというお話もございます

し、様々な観点から避難対策を検討して津波避難計画に反映させていきたいと考えてご

ざいますので御理解をお願いいたします。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 
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○１０番（田甫哲朗君） 集団での移動という事を考えまして最善の方法を考えていた

だきたいと思います。これは議長への最後のお願いですけれども現在、第６期総合計画

策定に向けて各部会で色々な提言、意見等がでている事と思います。これを資料として

示していただきたいなと思うんですけれども、その旨ご配慮いただければと思います。

終わります。 

○議長（波岡玄智君） 今の要請については、後刻その取り扱いについて申し上げたい

と思います。 

この際、暫時休憩します。 

（休憩 午後１２時 ２分） 

（再開 午後 １時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

１番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 私は、道の駅構想実現のための基本的問題について質問したい

と思います。 

道の駅構想について、浜中町商工会が昨年末に地域産業振興と交流の拠点、道の駅浜

中整備についての提案が示されました。提案者は浜中町商工会ではあるが、もともと、

道の駅を政策に掲げたのは浜中町長であるので、その立場で回答をお願いしたいと思っ

ております。 

その道の駅構想の案を読んでの感想ですけれど、道の駅の本来のあり方、どんな分野

で運営ができるかなど、浜中町に合わせての提案となっています。計画は立てるが、い

かにして成功に向かわせるのか道筋が定まっていません。しかし、浜中町に道の駅をつ

くるにあたって、基本的問題は何をどのように考えているか、道の駅を利用してくれる

客をどこに求めるかであります。 

昨日の議会で３０年度の一般会計最後の補正予算の審議の中で、地域おこし協力隊員

の募集が、なかなかふさわしい人員が現れないという議論がありました。それは利便地

である都市部に住んでいて、後に、不便地域である田舎に移住してきた人で、まちづく

りに興味のある人がふさわしいという議論がありました。道の駅構想でも、地域おこし

協力隊員の発想を大切にしてはどうかと私は常日頃考えてきました。その人材は幸いに

も、この議場に２人いらっしゃいます。１人は函館から教員として釧路管内にやってき
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て５５年、そのうち３５年間浜中町に住んでいる私で、私は鮮魚の仲買人の息子で、大

学に通う間、毎朝４時から競りが終わる７時半まで函館の鮮魚卸売市場で手伝っていた

ので、魚介類のおいしさはよく知っております。もうひとかたは、札幌圏の酪農大学を

卒業し、ここ浜中町に４５年近く住んでおられる松本博現町長です。卒業後ずっと農林

課で仕事をされ、浜中町の農業に精通されております。勝手ながら、この２人に質疑応

答をさせ、進めたら、わかりやすい議論になると思いました。 

私は基本的には、できるだけ多くの町民が自分が作った物を販売し、町民が作った物

を買って楽しむ。それで町民が喜んで、楽しみにして品物を買い、楽しめる場所にした

らどうかと考えています。 

初めに、一般的に見られる道の駅構想が、我が町に容易に適用されるかを考えてみた

いと思います。次の１、２点は、事務方の課長さんが調べている件ですので、まず、質

問したいと思います。 

１、人口問題。２０１７年度で浜中町は５，９００人、厚岸は９，４００人。地理的

に釧路市に近いこともあります。根室市２．７万人。人口的なギャップについて、他市

町と比べてどうなのか、感想を求めたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ただいまの１つ目のご質問にお答え申し上げたいと思い

ます。確かに浜中町５，９００人、隣町両隣に比べて少ないというのは事実でございま

す。これは昔からずっと、多い、少ないっていうことになりますけども、ずっと少なか

ったのかなと思っているところでございます。 

道の駅建設ですけれども、市町村と近隣市町村の人口についてどう思うかっていうよ

うなご質問なのかなと思います。あくまでも一般論なのかなと思いますけれども、道の

駅ですね、国道等の幹線道路の側に整理されると。利用者は、町民の方も利用するのは

当然ですけれども、多くは観光客だったりという事で、よその町から来るのが主なのか

なと。そういうことを考えると浜中町、例えばですけど、根室市の通過地点になります。

そういうことで考えますと、人口が少ないからといって、そんなに道の駅の建設には大

きく関わってこないのかなというように考えてございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） ２つ目の質問ですけれども、観光客の入り込み数は２０１７年

度で浜中町、厚岸町、根室市では何人、特に冬季間の入り込み数についてわかれば示し
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ていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） 観光客の入り込み状況についてご説明申し上げます。 

浜中町では年間４３万１，４００人、１０月から３月の下期になりますが、これでは

１０万８，８００人、割合で２５％となっております。お隣の厚岸町につきましては、

年間で４４万９，１００人、下期では１４万３，８００人で３２％。根室市におきまし

ては、年間で３９万７，１００人、下期では１０万３，７００人で２６％の入り込みと

なっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） はい。今、浜中町で４３万、厚岸町とも同じ人数のように言わ

れましたけれども、その数字は冬季間の数字で正しいでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） ４３万１，４００人というのは、年間の入り込みです。 

冬季間、気象庁で言う冬季間というのが１２月から２月になっております。それの期

間では、浜中町では３万６，７００人です。厚岸町では３万４，９００人、根室市では

４万７，２００人となっております。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 特に冬季間などは、数にしても入り込み数が少ないということ

と、それから特に浜中町では、本当にね、日常的に、ここの１の通りを歩いている人や、

あるいは、茶内の駅前通りを歩いている人がほとんど見当たらない。それでもって道の

駅を建てても、その道の駅に何人の方が集まってくるのかっていうのは、これを道の駅

のことを考える場合、皆さん相当悩むのではないのかなと私は思います。 

私は、道の駅の中身を町民が売ったり買ったりするという、多くの町民が参加する、

そういうような道の駅にしたらどうかなというふうに考えます。それで、どんな物が浜

中町の特徴を表す道の駅としての食材かといいますと、こんなことがありました。どん

な食材を特化して販売したらどうかでありますけれども、海のものを挙げれば、私は第

１弾にホッキ貝です。これは、霧中に赴任した５月の連休に、私は休みを返上して職員

室で仕事をしていたら、担任していた元気な１年生が３人ほどバケツに二つ、後で「こ

れはだめなんだぞ」と漁師に聞いたんですけど、ホッキ貝を掘ってきたから先生食べて

と来ました。そのホッキは、大人の使うソフトボールの大きさのホッキでした。見た瞬
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間、これはすごい、北海道一のホッキだと私は思いました。浜の人達が贅沢にして食べ

ていました。ホッキの刺身、ホッキをフライにして、キャベツを千切りにして、ホッキ

ステーキにして食べたり、ホッキご飯にして食べていたのを私はいただきました。すば

らしいところに赴任したものだと思います。 

ここから、浜の私と、山の町長とのやりとりにしたいなと思いますが、よろしくお願

いします。 

町長は、農業主体にやってきて、山の食材としてどんなものに目が行き、浜中農民の

誇りとか感動という食べ物は何でしたか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 大変難しい質問で困っていますけれども、農村のところ、私の仕

事は農業でしたから、当然ミルクの生産含めて、その生産にまつわる、かかることが多

くの仕事でありましたから、一番最初に思ったのは、やっぱり牛乳だって思ってます。 

ただ、農村から何が出てくるかって言ったら、当然、特に牛の牛肉も含めてでありま

すけども、プラスやっぱり野菜が出てくると思います。農村から野菜も出てきた、とい

うのは感想として今あるところです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） まず、ここの牛乳。それが主で、加工品もあると思いますが、

野菜があるという、この野菜を浜の方々が大変待っているものだと私は思います。目に

するのは秋口の大根だとか、夏の初めの白菜だとか、それからキャベツですね。これら

の野菜は甘くておいしいです。いただいて、台所に置いておくと、１週間で底の方がち

ょっと腐ってくるんですね。農薬をほとんど使ってない。店で売っているこれらは、な

かなか腐らない。農薬が使われているのか、食べて苦いんですよね。そういうことから、

浜中町の酪農家が、農家の方々が自家用として食べている物を我々分けてもらうんです

けど、それっていうのは、私は、浜の人に食べていただく食材としてかなり良いもので

ないのかなと私は思います。ほかに浜では、鮭、鱒、毛蟹、花咲蟹がたくさん獲れてい

まして、本当にいいところに来たもんだなと私は思いましたが、たくさんある浜中の好

きな中で、魚がうまいというのが大きな問題で、４年目にして家を建てました。最近は

漁がなく、資源の回復を待つしかないと思いましたが、秋刀魚の刺身や秋刀魚のたたき

の味噌味のもの、冬の越冬品として各家庭で作っている飯寿司。鮭の飯寿司、ホッケの

飯寿司、アブラコの飯寿司、蛸の飯寿司がたくさんあります。いくら食べても飽きませ
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ん。自分も１１月頃から作り始め、年末からお正月にかけて食べていますが、味はまず

まずです。この飯寿司は、私は漁業の現場で働いていた加工場がつくる飯寿司が樽ごと、

小さな樽で売っているものもあれば、四角い箱に入れて売っているものがあって、うち

でも売っていました。 

しかし、ここのお母さん方が、浜の母さん方が作っている飯寿司は全く別のものでし

た。もう本当にいくら食べても飽きないすばらしいものでした。私は、これを復活、復

活っていうのは、ちょっとあれなんですけど、お母さん方が、私来て３５年になります

けど、皆さん歳をとってきて、亡くなられた方もおりましてね。そこのおいしい味の飯

寿司が継承されてない部分もあります。そういう点では、私はこれを継承して売り出し

たらいいかなと、そんなふうにも思っています。母さん達がグループになって、飯寿司

を樽にして、１グループが１０樽くらい生産して売り出してもいいのかなと私は思いま

すが、数ある中で、こんなこともどうかなと思いますが、町長、山の方では自慢の食材

にどんなものがありますでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） やはり、野菜からできるとすれば漬け物が各家庭の味になってい

るのかな、と今思っているところです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） はい。ありがとうございます。 

漬け物でも色々な種類の漬け物が山から海へ流れてきますね。おいしいのは、大根や

蕪の、失礼、たくあんと蕪の粕漬けだとか、あるいは、何て言うんですかね。ボリボリ

っていうキノコですよね、正式な名前がちょっと出てきませんが、あれを塩漬けにした

ものをいただいたり、あるいは、自分のところで採ったラワン蕗など太い蕗ですね、こ

れを５本とか６本とかいただいて、ちょうど春先の鱒が獲れた時期に、この蕗と鱒を一

緒に煮付けると大変おいしいものができるって、こんなすばらしい面もあると思うんで

すね。 

農産物や漁業、海からのもののほかにも町民が作っているものには驚くものがありま

す。火散布のサラリーマンのお母さんが、昔の耳の形をしたかりんとう、耳かりんとう

を作っている方や、これなんかは本当に素人とは思われない美味しいかりんとうを作っ

ています。 

今年もホッキ漁が３月１８日から始まりますが、ここ数年、ホッキご飯をパックでい
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ただいております。いろんな家からホッキご飯をいただいていますが、すべておいしい

です。飯寿司もおいしいです。これに、生産者の名前をつくって、さっちゃんの飯寿司

だとか、ともちゃんのホッキご飯とか、そういう名前で売り出し、１回食べたら忘れら

れません。 

山の方に目をやりますと、町長が茶内に住んでいた頃、町長の家の周りが花でいっぱ

いなのをすごいなと思って感心して見ていました。種から育てた花を鉢にして、家の周

りにずらっと並べているんですよね。町長のあの家の周りを考えたとき、その花を鉢に

して売り出すとか、食材以外のものにも、浜の人達が買いたくなるものも、求めたくな

るものもあるんでないのかなとそんなふうに思いますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） なんか質問通告とは、全然違うような質問になってですけども、

この花を売り出すことについては、趣味の世界だけですから、そういうふうにはならな

いと思います。私、一応公務員ですから、花を売るようなことはできないと思うんです

けども。ほかの商売はできないというふうに思っています。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員に申し上げます。 

一般質問ですからどの様な内容でも結構と思いますけれども、施行論議はほどほどに

して、政策論議の方にひとつ踏み込んで、本題に戻ってですね、議論していただきたい

と。この様に思います。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 長い道のりをきましたけれども、道の駅を作る上で、最も大事

なものは、浜中町の道の駅が、町民や、あるいは観光客に向かって何を売り出すのかと

いうことが、私はこの問題の中心点にあると思います。 

それで、次の方に移りますが、大きな建物を建てて道の駅を作る前に、質問項目にも

ありましたように、石川県の輪島の朝市や、あるいは高知県土佐の日曜朝市など、これ

は我が町でも、それぞれの生産者、あるいは町民が作ったものを街の通りを利用して、

店を出して、皆に来てもらう。いろいろ場所を私考えていました。茶内の駅前通りはど

うだろうかとか、いや、あそこは交通の便悪いなとか。それから、神社の境内にお祭り

のとき並ぶあれが狭いなとか、あるいはコミュニティセンターにそういうの出せないか

と。 

私は、名づけて浜中土曜昼市ですね。朝の１０時半から昼の２時半位まで、土曜日１日
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に限り、昼市を作るということであります。それで、朝市は、農家さん、農家の方も漁

師の方も、もう仕事で忙しいんで出店はできないと思いますが、１０時半頃から２時半

頃まで、直接本人が来れなくても、だれかに頼んで売ってもらうだとかね、そういう、

浜中土曜昼市、直売所ですね。こういうものを、１０年くらい続けて開催する。場所の

方は、最近思ったんですけど、浜中の農協でやっているガソリンスタンド、それからコ

ンビニの道路挟んで向かい側の牧草地のような広場ですね。あの辺りを昼市の場所にし

て、あそこで農村から４０件ほど、３０件でもいいんですけど。それから、漁村から３

０件ほど店を出して、そして、町民主体に物を売ったり買ったりするという、そういう

ことを、どれだけ町民がこの趣旨に賛同して、売り物を用意して作るかどうか、という

ことに掛かると思うんですけど、こういう場所を町が企画して、そういうお母さんたち

や生産者を集めて説明して、また、そこに集まった方々のその話を聞いて、この昼市の

開催ということを考えてみてはどうかなと私は思いましたが、いかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） これはひとえに町長が答弁しなければなりません。 

町長、答弁願います。 

○町長（松本博君） お話を元に戻したいですけども、私の２８年度に執行方針で載せ

た道の駅構想というのは、あくまでも本町の産業振興がある、それに繋がる、最終的に

繋がってもらいたいというふうに思って道の駅構想を作りました。そこには当然、海の

もの、そして農村から出てくる産物含めて売れたらいいなと思ってますし、その当時は

トンタスも出てきてましたし、いろんな企業も生産しているものがあるとすれば昆布の

加工もそうなんですけども、そういうものが売れたらいいなと思ってましたので、決し

て農家の方が３０件、漁家の方が３０件、そこで営業許可を誰がとるのかということも

含めて今、言ってるのは、農協さんだとか漁協さんが入ってきて、たぶんその営業許可

だとかできると思うんですけども、例えば、以前、浜中町でやっていたテント市ってあ

りましたよね。テント市の時だって、あれはたぶん、商工観光課の方で許可をとって、

売られたと思います。そして、農村の方からは、野菜を作っている人たちが参加しても

らって売ってもらっていた。そして漁村の方はたぶん組合を中心に売られてたっていう

仕組みでは、以前はありました。 

今はまだ具体化にもなっていませんけども、やはり、町で採れた産物をしっかり私と

しては町民の方も手に入れてもらいたいし、また、車で通行している人たちが道の駅に

寄られたときに買ってもらえれば、というふうに思っている道の駅構想であります。 
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そういう意味では、団体を中心にして、その中には許可を持って個人で参加するって

いうのは構わないと思うし、これからの取り組みの協議の中で話がされればいいという

ことでありますので、私の言っていた構想はそういう形で考えていました。ですから、

個人で売るっていうふうには考えていませんでした。 

今言います。それだけです。まだそのことが具体化もされていませんから、これから

の話ですから、どうなるかわかりませんけども、今は考えつかないなと思っております。

提案はされましたけど。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） いろいろ前後がありまして、中にはご説明している部分も質問

の中にはあったんですけど、私は、この道の駅構想というのは、町それから産業団体、

商工会それらが本当に柱になって、「この道の駅は、こんなふうにやりますよ」という

ものだと、町長の言うとおりであります。 

しかし、私がなぜ今ここでこういう提案をするかっていうと、そういう産業団体が前

面に出ると、町民は引くんですよ。何というか、そういう団体に任せておけばいいんだ

と。私は、町長がこの道の駅構想を２年前に提案して、今日の午前中の答弁なども考え

ても、もう少し時間をください、もう少し時間をくださいという、その部分が、何かっ

ていうと、私は、町民の多くが参加して道の駅を作るんだと。道の駅の中心は、浜や、

山や、それから一般市民の方々の手作りのものがどんどん出てくる。それを１０年間や

って、何が浜中町の売りになるものかどうかっていうものを、みんなで確かめて、前段

で、その心臓部分をこうやってやるべきじゃないのかというのが、ちょっと言葉足らず

だったんですけど、こういうでっかいものをやるには、やっぱり町長始めとして、産業

団体も、その町民の動きをバックアップするような形で、やるという道が成功の道では

ないのかなと、私、これしかないと思って今日の説明に至っております。抜けているん

じゃないかなということで言えば私は、町長あるいは町や産業団体が、一体となって道

の駅構想、町民がみんな参加する。買う人も土曜日が楽しみになるような、そういう取

り組みを受け入れて、やってはどうかなっていうそういう考えでありましたが、理解で

きましたでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 現在、議員の考えていることは理解できたかというと最後の質問

でありますけれども、逆に私の考えている道の駅構想もちょっと違うんですね。明確に
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考え方が違うし、逆に、なぜ４団体が出てもらうか、前面に出てきてもらうかと言った

ら、各産業を代表している組織でありますから、そこのことは了解されるということ、

参加する、いいねっていうことなってくると農協の方が言ってくれば、農家の皆さんも

参加してくれていると。漁家で言ってくれているとすれば、漁組の方々も理解してくれ

ている。私の言っている構想は、４団体の方々と意思統一を図ってやっていけたらいい

なっていう最初の道の駅構想でありました。 

ですから、これはまだ変わっていませんから、今、議員の言われている、その構想の

町民１人ひとり、確かにそれは大切なことかもわかりませんけども、それをやると、私

の構想よりまだ時間かかるんではないかと思いますんで、私の方がまだ近いかなという

ふうに思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 私は、今日私が提案したことを自分は、町長として大事にして

いただきたいと思いますが、私が、町長の考えが前面に出て進められるとすれば、これ

はなかなか進まないんです。なぜかというと、産業団体あるいは行政が建物は建てたけ

ども、そこで本当に商売ができるかどうかっていうことになれば、私はできないと思っ

てます。 

そこについて私の質問なんです。なぜできないのか。これは、温泉のゆうゆに、テン

ト市場で良かったのに、固定の建物を建てたのがありますよね。あれは、なぜ続かなく

なったのかというところに、私は、町長の言っている部分で、これはできないよってい

う危惧を持ってるからなんですが、あのテント市場と今度の道の駅と違うんですか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） あそこは決して道の駅としてつくったわけじゃありませんから、

今言っているのは、商工会で出された資料を再度確認しましたけど、基本的なことは、

道の駅ってこうなんだよっていう部分も含めて、国道中心、そしてまたそこを通る人た

ちも利用できる、そういう施設が道の駅でありますから、あれはあくまでもテント市。

湯沸に作ったものについては、あくまでも土曜市なのかもわかりませんけど、そういう

ような施設と思っていますから、ちょっとそことは比較にはならないと思っております。

ただ、物を売るということに関して言えば、それは共通しているかもわかりませんけど

も、あくまでも、浜中で作ったあの施設と、今、将来作ったらどうかなっていう点とし

ては性格が違っています。 
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○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 私は、テント市でよかったと思っていたんですけれど、あの様

な建物が建った事で失敗だなと思いました。なぜかというと、１年目の終わり頃から、

漁業協同組合の若い者が魚を売るわけですよね。私は魚好きですから、生魚でも貝類で

も、行くと必ず買って帰ろうと思います。出るたびに、２日に１回は、私は行って買い

ました。しかし、ある時もう行けなくなりました。理由は、昼から貝類が残っていたり、

あるいはカレイが残っていたりして、お客の姿がすっかりなくなった時点で、売り子の

若い漁組の青年は何をするかっていうと、先生よく来たってね、先生買ってや、ってそ

こで押し売りが始まるんですよ。私は、困っているだろうなと思うから、その箱の中に

入ってるの全部ちょうだいとか、これ多いから魚半分ちょうだいとか、そうやって協力

はしましたけど、もう二度と行きたくなかった。そういうようにね、下手なんですよ。

漁業協同組合の職員が魚を売るなんていうのは、すごく下手なんです。 

だから私は、漁組や農協が音頭をとって物を売るっていうのは反対なんです。漁組や

農協や、商工業団体や行政は、そういう物を売る人達が無理なく店を出して、大体いく

ら出したらいいかっていう、どの位の量を出したら完売できるのかっていうのを数年続

けながらやる事によって残すこともなく時間が経てば完売するという、そういう状況も

出てくるし、集まってくるお母さん達が相談して場面を見てどの位作ったらいいのかと

か、どんなものを住民が求めているかなど、実際に、既に組を作って農協に野菜を出荷

している方などおられるので、この話を聞いたら、いや私も参加してみたいっていう方、

いろんな方が次から次と口コミで出てくるので、私は、そこの町民が参加するという素

地をしっかり作って、それで皆で道の駅構想を、これならやっていけるとみた農業団体

や行政が見ていくと。もしも、それを始めようとするならば、町長がもっと早め、自分

のものはもっと早めにできるんでないかって言っていますけれど私は、ここの部分が町

民のいろいろな力で知恵と力をしっかり吸い上げて、よし行こうというところまで、い

ったらいいかなと思います。 

なお、誰がその人集めるんだっていうのは、必要ですけれど、例えば土曜昼市運営委

員会というものを立ち上げて１年間議論して、そうしたら来年から始めましょうかと、

最初はこんな程度でっていうことを私は、今回の商工会から出されたあの計画。私は、

あの計画でいいと思いますけれども、実際に、メインとなるものはこれでいきましょう

という、ここのところを徹底してやらなければ、成功する方向にはならないと思うんで
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す。 

また、保健所はどうなんだ、煮炊きをするものはどうなんだ、家で調理してきたもの

を出してもいいのか、それから、どうなのか、なんていうことも専門家の意見も聞かな

ければならないと思います。そういう点では、土曜昼市運営委員会にも、保健所に精通

する方の委員も必要ですし、どうすれば、煮炊きをして許可がでるものなのかとか、そ

れから、道路やそういうところを横断していかなければならない場所に昼市を作るとす

れば、警察の方も、警備の方も、やはり運営委員会に入って、そこの場所はだめだとか、

そういうアドバイスもいただけるような、そういうことなども運営委員会の中に入れて

立ち上げるような、まだまだ他にやらなければならないことがたくさんあると思います

が、そういうことが私は必要でないかなと思います。 

それで私は、町長が先ほど言った自分たちの方向っていうのは、商工会の出した、提

案した案がありますよね。その案を出されたことに対して、町長自身は、もろ手をあげ

て賛成してるとか、あるいは、この案でどうなのかっていうことについては、どんなふ

うに考えておられましたか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 浜中町商工会が出されたこの提案でありますけども、これは浜中

町商工会から出た提案であって、今、もし詰めるとすれば、先ほども言ってますけれど

も、農協、２漁協、それから商工会。そこと協議して決まってくるものだと思うんです。

これは、商工会で案はあります。多くのことがもっともだっていう話だと思うんです、

中身としては。それは、やはり参加してくれる人たちの協議のもとで決まってくと思う

んです。町長はどうだ、という町長の案というのは確かに出しましたけども、それは、

ほんの一部の事でありますから、それを肉付けしてもらうのが４者なり、その５者でや

る協議がこれからもしあるとすれば、そこで決まってくると思います。これは１つの提

言、提案ですから、しっかり参考にしてもらいたいというふうに、参考にするというこ

とです。申し渡したいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 質問は、ほとんど私、尽くしたんですけども、町長の姿勢とし

て今日の午前中に道の駅のことで、どうなんだということで、今まだ討議、最中だとい

う事です。それで１番それから２番に質問した方の中でも、我々議員としても、いつま

でこうやって長引かせるのよっていう、そういう何かいらいらした気持ちがとってもあ
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るのですよ。それについて町長は、私たち議員の気持ちも理解されて、今後、どの段階

で見切りをつけるか、どの段階で進めるのかというようなことも、やはり決断する時に

きているのかなという感じはしますが、それについては町長、どんなふうに考えていま

すか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） 今のご質問は、その決断をいつにするのかということであります。 

その決断というのは、１番最初にまた戻りますけども、１つの団体でも、今の段階では、

道の駅については賛成だよと。賛成ですよっていう、ここに４団体が言っていることで

すから、それを受けていきたいと思います。賛成だけども時間をかけたらどうかという

ことでありますから、現在のところ、本当に事実上凍結してますけれども、この事につ

いて働きかけをしていきたいというふうに思ってます。その中で反対が出ればすぐ廃止、

止めていこうというふうに思っているところです。今の段階では、まだ反対だと言われ

ていませんから、その事を働きかけ、続けていきたいというふうに思ってます。決まる

時は、すぐ決まると思います。ただ今度やろうと言ったときに、それこそ少し時間をか

かるのかなと思います。止めるときの時間は短いですけども、さあこれからその方向で

いこうという方向は決まったら、この方向でいこうというふうになった時には当然その

４団体の意見がありますから、その事を含めて協議をして、そしてその成案になった段

階で進むもんだというふうに思っています。そういう意味からすると、その方が時間が

かかるかもしれません。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） さっき最後と言いましたけど、もう１つ。道の駅構想というの

は、いつまでたっても消えないのではないのかなと。消えては浮かび上がり、消えては

浮かび上がり。何かやりたいんだという、そういう町民の気持ちもあるけれども、そこ

に町民がおれ知らねえじゃあって、第三者的な気持ちで見守っていたりすると、それが

つまずく原因になると思うんですよね。そういう意味からすると、私は、いつかはやら

ねばならないこと。産業団体の是か非かを問う前に、町長自身が産業団体を説得するく

らいの気持ちで、これを進めると。波風たくさんあろうが、進めるというのが、私は筋

じゃないのかなと、そういうふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） この道の駅、消えては浮かび上がり、消えては浮かび上がる。ま
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だ 1度も消えてはいないんです。これからのことだと思ってます。それと、最後に、自

信持って進めるべき。貴重なご意見だと思って承って、お答えといたします。 

○議長（波岡玄智君） ６番成田議員。 

○６番（成田良雄君） それでは、通告に従い質問をさせていただきます。今回は、３

件にわたって質問いたします。 

まず初めに、観光危機管理の充実についてでございます。多くの観光地を有する我が

国にとって、観光業は主要産業となっております。また、政府は、東京五輪パラリンピ

ックが開かれる２０２０年までに、年間の外国人観光客を４，０００万人まで増やすこ

とを目標とし、観光立国の実現を目指しております。こうした中にあって、９月には台

風２１号の上陸や、北海道胆振東部地震で大きな被害が発生し、ブラックアウトによる

停電などで観光客に大きな影響を与えました。とりわけ外国人観光客にとっては、多言

語での災害、交通、避難情報が十分でないなど、災害時の対応に大きな課題を残した訳

でございます。災害の多い我が国においては、観光の危機管理は重要であります。 

そこで、浜中町における観光客、外国人観光客を含む、その観光客に対する防災や災

害時の支援体制などについて、以下質問をいたします。 

まず初めに、先ほど、同僚議員の中で、担当課が近年の観光客の入り込み数を、浜中

町は４３万人、冬季間は約３万強ということで発表されました。すなわち、１０カ月で

約４０万人。１カ月に直すと４万人と。そして１日に直すと１，３００人以上、このよ

うになるわけでございます。夏の６カ月間位に集中しておりますけども、浜中町にも多

くの観光旅行者が来ております。そこで、まず初めに観光旅行者に対する避難場所、ま

た、避難経路などの計画は定めているかご答弁お願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。観光客に対します避難場所、避難経

路などの計画でございますけれども、浜中町地域防災計画では、「災害の危険がある場

合は、必要と定める地域の住民、居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立ち

退きを勧告または指示すること」としておりまして、観光客に対しても、指定区域内に

滞在する場合は適用するものでございますので、地域防災計画において避難場所、避難

経路など、避難対策を定めているとこでございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 今、担当室長が答弁しましたけども、了解しました。 
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そこで、そういうふうに定めておりますけども、やはり、どのように観光客、特に外

国人に対しての質問もされてますけども、やはり防災計画になってますけども、現状を

見れば、日本人であれば、即、防災無線など、そういうので聞こえてわかりますけども、

外国人では日本語を言ってもわからない人も観光客にはたくさんおります。そこで、浜

中町の防災計画の第４章に災害予防計画と、その第９節に避難行動要支援者等対策計画

ということで、(８)番に、これ２９４ページになりますけども、外国人に対する対策と、

こう謳っているんです。そこの文面を読みますと、「言語、生活習慣、防災意識の異な

る町内に居住する外国人を要配慮者として位置づけ、災害発生時及び災害発生のおそれ

があるとき、敏速かつ的確な行動がとれるように様々な機会を捉え、防災意識の普及、

啓発を図るため、外国人向けパンフレットを配布するとともに、地域の防災訓練、避難

訓練等の参加や防災教育の指導等を行う」と。アとして、多言語によるパンフレット、

広報紙等の配布。イとして、避難場所、避難施設、避難経路等の標識、表示盤の多言語

このように謳ってるんですけど、皆さんも町内回ってると思いますけども、多言語にな

ってるところは、ほとんどないと思います。そういう意味で、特に今、各自治体でも、

隣町でも多くの外国人観光客が来るところは多言語化表示をされております。そういう

意味で、浜中町はすばらしい霧多布湿原。また、先ほども議論なってますけど、ルパン

三世なり、また、道の駅を作ったら多くの方が来ますし、また、浜中の牛乳も、やはり

世界に誇る浜中牛乳として、日本はもちろんですけども、世界に名を馳せているハーゲ

ンダッツの原料となってます。また、ウニにおいては、日本一の豊洲市場初競りで、日

本一の値段をつけたということであり、注目され、これをするためにも、いろんな日本

人はもちろんですけども、世界から、この４３万人の中に入ってると見受けられます。

そういう意味で、その災害に優しい町としても、やはり模範となる浜中町でございます

ので、この多言語化表示などを進めていくべきと思いますが、災害時の情報の多元化、

標識、また外国人に対する避難場所の運営など、言語パンフレットなり広報紙の配布な

り、そういうことをされておりません。 

そういう意味で今後、どのように進めていくか、ご答弁をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） お答えいたします。 

まず、避難の関係でございますけれども、観光客、外国人限らず、この避難の周知方

法、こちらにつきましては、行政防災無線の屋外拡声機による伝達。それと、緊急速報
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メールの配信等とございまして、避難場所までの避難誘導板を設置しておりますので、

それによって、速やかに安全な高台に避難するという避難でございます。これに関しま

しては、避難、津波避難に関する標識の関係、こちらにつきましては、避難所への誘導

の標識板、これと避難所の案内板というものがございますけれども、こちらについては

英語の表記がされてございます。ただ、防災マップですか、津波防災マップにつきまし

ては、外国語の表記はございません。また、中国語、韓国語等と対応した、外国語に対

応した標識や標識看板、津波防災マップ、こういうふうになっていないというところが

現状でございます。 

防災行政無線につきましては、先ほどご説明しましたけれども、屋外拡声機での避難

周知と。これについては、Ｊアラートからの自動起動によって、日本語のみの配信とな

っているということでございます。外国語となりますと手動ということになりますけれ

ども、現在、外国語のできる、外国語の対応のできる職員がいないというな状況でござ

いますので、対応できていないということが現状でございます。 

また、緊急速報メールにつきましても、エリアメールといわれますけれども、これも

基本的には日本語のみの対応ということで、こちらについては、翻訳と言いますか、そ

ういう部分、使用者側が設定していただければ、外国語に対応できるというな部分もあ

るようでございますけれども、町側から発信する部分については、基本的には日本語の

みという状況になってございます。 

それで先ほどですね、地域防災計画の中で、外国人に対する支援ということで、議員

さんの方から今いろいろと言われております。外国人向けのパンフレット等と言われて

ございますけれども、私ども、外国人観光客に対する伝達の部分、これは大変重要なこ

とだと認識しておりまして、地域防災計画には、確かに多言語によるパンフレットだと

か広報紙、こういうものの配付だとか、標識の多言語化を進めるということになってご

ざいます。現状では、なかなか進んでないというような部分が実態でございますけれど

も、どのような対策を講じたらよいか、効果的な推進方法、こういうものも考えたいと

いうふうに思ってございます。 

その中でひとつ、国土交通省の観光局から、「訪日外国人旅行者の安全確保のための

手引き」というものが出されております。この手引は、この地域防災計画や津波避難計

画、これの作成のする外国人旅行者への対応を記載するための指針となっているという

ものでございますので、こちらも参考にしながら、実態に即した対応を考えていきたい
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というふうに考えてございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 今、室長から発表になりましたけど、現状は、そのような現状

だということでございます。今後、やはり推進方法の検討の上、進めていってもらいた

いなというふうに思います。 

今、出ました外国人来訪者や障害者等の安全な避難指導のために、消防庁また国土交

通省、官公庁から発表されたパンフレットでございます。これは北海道に１，２５０枚

きて各自治体にもきていると思いますけれども、この様なものを利用して、そういう時

に言葉では喋れないので「火事です」という字を書いたもの、日本語は火事ですけれど

も、分かりやすく表示し、喋らなくても済むようなものを用意すべきというふうになっ

ていますので、現状は、まだまだですけれども今後、この様なパンフレットを利用して

推進してもらいたいなというふうに思います。 

それで３番目ですけども、観光関連施設の耐震化はどのようになっているかというこ

とでございますけども、浜中町は少ないんですけども、湿原センター、また酪農展望台、

琵琶瀬展望台とありますけども、その辺どの様になっているかお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） 観光関連施設の耐震化についてお答えいたします。 

浜中町における観光関連施設の大半は、昭和５６年６月１日改正の建築基準法の新耐

震基準に適合しており問題ありませんが、琵琶瀬展望台、昭和４４年建設で、平成１３

年に改修。それと、湯沸岬展望台、昭和４０年建設で、平成２１年に改修しております

が、この２つの施設については、旧耐震基準の建物でありますので、不特定多数の方が

利用する施設でもありますので、まずは、耐震診断を実施したいと考えております。以

上です。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） そういう意味で今、課長からお話しありましたとおり、どうぞ

耐震診断をしてもらいたいなと思います。 

この問いの最後でありますけども、町長の執行方針の中で、新たに地震津波対策計画

の策定など、全面的に見直しを進めてまいりたいと、こう述べられました。どうか観光

客、また外国人に対しての対策を、もっときめ細かく計画を立ててもらいたいと、この
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ように思いますが、最後、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君）お答えいたします。外国人に対する対応の関係含めて、こ

れ先ほど来から話しておりますけれども、新年度、浜中町地域防災計画の見直しを予定

しているというところでございます。それで、その中でも、いろいろな避難の関係を含

めて、さまざまな課題が現在の津波防災計画にあると。その課題を、１つ１つ検証しな

がら、やはりより良い実効性のあるものにしていきたいということでございますので、

この外国人や、観光客。この辺についても、現状あまり対策という部分では示しており

ませんけれども、昨今の外国人の来日が多いとの部分を含めて、どのように地域防災計

画に反映できるか、検討していきたいというふうに思いますので、ご理解をお願いいた

します。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） ２問目の乳幼児健診における小児がんの早期発見についてでご

ざいます。我が国では、小児の死亡原因の第１位はがんとなっております。小児がんの

患者と家族は、発育や教育への対応など、成人のがん患者とは異なる課題を抱えており

ます。小児がんの発症数は、年間に２，０００人から２，５００人と少ないが、小児が

んを扱う医療機関は全国に２００程度しかなく、多くの医療機関では小児がんに対する

医療経験の乏しい中、小児がん患者は適切な医療を受けられないことが懸念されており

ます。国では、昨年全国１５カ所に小児がん拠点病院を指定し、北海道では、北海道大

学病院で質の高い医療の提供と相談体制の充実を図っております。 

そこで、我が町として、小児がんの早期発見のためにどのような取り組みを行ってい

るかご答弁願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） ご質問の乳幼児健診における小児がんの早期発見のた

めの取り組みについてお答えいたします。 

お子さんの発達の確認、疾病の早期発見を目的として、乳幼児健診を実施していると

ころです。検診では、小児科医師がお子さんを診断し、その結果、何らかの兆候等があ

った場合には、医療機関への受診につなげることとなっております。小児がんについて

も、疾病の早期発見として乳幼児健診の中で取り組んでいるところです。 

また、乳幼児相談などでいつもと違う様子に気づいたときには、速やかに専門医療機
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関への受診を勧奨しているところです。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 我が町として、ただ今のとおり取り組んでいるということでご

ざいます。 

そこで、２番目になりますけども、小児がんの中には、網膜芽細胞腫という目のがん

があります。発病は、出生児１万５，０００人から１万６，０００人に１人と少ないの

ですが、そのがんは５歳までに９５％は診断されており、その多くは家族が子供の目の

異常に気づき、受診に至っているとのことで、素人でも病状に気づきやすい小児がんと

のことでございます。腫瘍が眼球内にとどまっている場合、眼球を摘出しないで可能な

限り残す方針で診療すること多く、そのためにも早期発見が非常に重要と言われており

ます。 

発病が少ないと言われる目のがんですが、実は近年、オホーツク管内でも発見が遅れ、

眼球を摘出しなければならないという、そういう事例がありました。 

その情報を聞いて今回の質問をする訳でございますけども、そのお子さんは、乳幼児

健診で全く気づかず、１歳半のときに、片目だけ光っていることにお母さんが気づいて、

小児科のドクターに相談したけれどもわからないと言われ、オホーツク管内の２カ所の

眼科でもわからず、管内に北大から来られた先生の紹介で、最終的には、小児がんの拠

点病院である北海道大学病院で網膜芽細胞腫と判断したとのことでございます。判明す

るまで約１カ月半が経過し、病名がわかったときには既にステージ４まで進んでいて、

転移の危険性があるとの判断から、摘出することになったとのことでございます。初め

ての女の子のお子さんで、迷い、悩みましたが、命には代えられないとの断腸の思いで

決断したと伺っております。 

そこで、乳幼児健診でチェックできれば、早期発見につながることができる乳幼児健

診の医師健診のアンケートの目の項目に、白色瞳孔が入っているか、それを答弁お願い

します。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） まず、乳幼児健診で、こういう目の検査とかはやって

いるんですけど、乳幼児健診のお話を最初にさせていただきたいと思います。 

町では、母子健康法に基づきまして、お子さんの発育発達を確認、疾病を早期発見の

ため乳幼児健診として、生後３から６カ月と、生後９から１０カ月の乳児健診、１歳６
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カ月児健診、３歳児健診の計４回の健診を実施しております。この中でやっていること

なんですけれども、厚生労働省の母子保健マニュアルというのがあります。この中に、

乳幼児に多く見られる目の異常と発見すべき時期、網膜芽細胞腫の症状を含む目の異常

に関して、白色瞳孔、斜視など視覚の発達チェックすることとなっております。乳幼児

健診の中で問診等により、健康状態のチェックが行われているところであります。 

また、母子健康手帳には、目を病気の早期発見を目的に、保護者の記載欄に、目つき

や目の動きがおかしいのではないかと気になりますか、瞳が白く見えたり、黄緑色に光

って見えたりすることがありますか、という項目があります。乳幼児健診の際には、問

診や母子健康手帳の記載内容をあわせて確認し、小児科医師が診察しているという状況

になっております。 

議員ご指摘のとおり、乳児健診で発見されるというケースは、やはりまれな状況であ

りますけれども、やはり専門家がいてもなかなか難しいのがこの部分です。やはり発症

に至る部分の白色瞳孔、斜視っていう症状ですね、症状の発見っていうことが、まず大

切かなと思いますので、引き続き、乳幼児健診の中でやっていきたいなというふうに考

えております。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） そういう意味で、乳幼児健診について、町でもそういう項目が

あって、ただ、見つけられないということでございますけども。やはり、大事なのは、

そういうお父さん、お母さん、家族にそういう症状が出た場合には、ということで啓発

していかないと、事前にそういうだれでもわかるような、そういう症状でございますの

で、そういう意味で、啓発が大事かというふうに思います。 

そこで、このオホーツク管内の１名ですけども気づいていたのに、いち早く小児がん

の拠点病院である北大に辿りつけなかったというお母さんの気持ちを思うと、いかに事

前の意識啓発が大事かと、このように考えます。 

そこで、国立がんセンターで採用している、東京都小児がん診療連携協議会で策定の

小児がん診断ハンドブックは、さまざまな小児がんの症状が写真入りで、詳しく紹介さ

れております。そういう意味で、健康推進との問診、また、乳幼児健診なり、いろんな

そういう父母の会などで、展示、また紹介したらいいかと思いますけども、この事前の

意識啓発で進めていってもらいたいと思いますが、その辺の考えはいかがか、答弁願い

たいと思います。 
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○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） 道内でそのような事例があったということですけれど

も、やはり本当に保護者も含めて、気づきの方法っていうのはやっぱり目のチェックと

いうことだと思いますので、その辺の情報の提供と仕方だとかを、乳幼児健診の際にお

母さんと問診する際、お話するとか、あとお医者さんも、先ほどの話ですがやっぱり専

門、うちの方も釧路の日赤の小児科医が来てチェックしておりますけれども、やはり斜

視とか、白色瞳孔のチェックはしますけれども最終的には、専門家の眼科さんに引き継

ぐという形になります。で、眼科さんの方で、その白色瞳孔等を検査した上で、最終的

にそこの小児がんという判定を受けるまで、やっぱり専門機関は、全国でも先ほどお話

しましたけど２００カ所ぐらいしかないというお話ですし、北海道でいうと、拠点病院

が北大ということになったということですが、なかなかやっぱり発症例も、道内でも調

べたところによると、道内レベルで言うと２件ぐらいかなっていう感じですので。１万

５，０００人に１人という事で、それぐらいになるのかなと思いますけれども、やはり

発見する可能性のある、ちょっと気づくっていう部分の確定までいきませんけど、そう

いう部分はあると思います。あと、そのハンドブックとかそういった情報をいただきま

したので活用、厚生労働省のマニュアルの改定とかいろいろあるとは思うのですけれど

も、参考にさせてもらいながら医師と現場の保健師とも相談しながら、啓発活動に進め

ていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 我が町では４０名の、昨年は乳幼児が誕生しております。 

そういう意味で、その中に、この症状がなければよろしいんですけども、今後やはり、

人間が生きてる限りは、やっぱりそういう１万５，０００人に１人という割合で見つか

るということでございますので、どうか事前の啓発に努めて、早期に発見して、やはり

難病にならないような体制を福祉保健課として進めていってもらいたいということで、

次の質問に移ります。 

次は、学校のエアコン設置促進についてでございます。 

国は、昨年の臨時国会で成立した補正予算には、全国の国立小中学校などの普通教室

すべてにエアコンを設置するための費用として、８２２億円が盛り込まれております。

熱中症対策のみならず、子供の学力や集中力の向上などに有効なことが自治体の調査に

よって明らかになっております。教育環境向上の効果も期待できます。 
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そこで我が町としての学校のエアコン設置について、考え方、また取り組みについて

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 学校のエアコンの設置についてでございます。 

昨年１０月１８日付けで北海道教育委員会より、このエアコンの設置にかかわる事前

の周知と事前の調査がありました。このことを受けまして、教育委員会といたしまして

は、校長会を通じまして、エアコンの設置について、各学校のご意見をいただいたとこ

ろであります。道東の地、浜中町においては、地域的に、授業の支障となるほどの暑さ

がなく、窓を開ける程度の対応で可能であるとの回答をいただいたところでありますの

で、このことから、本町につきましては、エアコンの設置の希望調査に対して希望をし

ていないというような状況でございます。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 今、管理課長が言うとおりだと、我が町は。私も若干は、少し

は思いますけど。 

しかし、これテレビでずっと放映されて学校、校長先生方はそう思うかもしれないけ

れども、保護者の皆さんは、今度学校にエアコンがつくのかなと、このように思ってる

方もたくさんいて、僕の方にもそういった問い合わせがあって、今回質問する訳でござ

いますけども、やはり暑くないからっていうことでなく、やっぱり熱中症なり、運動し

て、運動場で熱中症にかかって、その控室として、やはり冷えた部屋があれば早期にそ

の症状が解決すると思います。そういう意味で、教室に全国的にエアコンを設置しては

どうかという国が、わざわざ予算を計上しております。そこで、その補助ですけども、

国はこの今回の補助について、国が３分の１と、残り３分の２をすべて地方債で充当で

きます。その返済金の６割を地方交付税で賄えると。それにより、地元の負担割合は約

４分の１程度に収まるというふうに、僕の方に情報が入っていますけども、それでよろ

しいでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 今、議員言われたとおり、国の部分ですが、私ども聞いて

おりますのが、下限が４００万以上で、国の方が３分の１を補助するというような事業

で聞いております。 

ですので、最低でも事業費が１，２００万以上であるというふうに聞いております。
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今現在おさえているのは、それだけです。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） ３分の１という、これが僕の言ったのが正しいと思いますので。 

このように、国からの情報でございますので。そして、１教室１５０万を上限と。そし

て、５０万円を補助と。３分の１ですから。あとの３分の２は、先ほど言いました地方

債で賄って、地方交付税で充当されて、実質４分の１程度ということでございます。 

そこで、教育委員会にも通達がきていると思いますけど、文科省で、小中学校の教室

の望ましい温度の基準を５４年ぶりに改正されました。それで、今までは夏においては

３０度以下、それを２８度以下に引き下げたんですよね、２度。冬は１０度以上という

ふうに、今まで５４年前に改正されてだったんですけども、今回一挙に１７度以上とい

う改正しておりますけども、その点、把握しているでしょうか。やはり、そのように、

温度が２度下がれば、相当、浜中町においても、大変な対策を組まなければならないか

と思いますけども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 教育長、財源問題とか温度問題とかということよりも、浜中町

において、このエアコンなるものが必要か必要でないかということがまず先にあって、

したがってどうだっていう手順になると思います。 

先ほど学校長の考え方が出てますけれども、それに合わせて、そういう観点の中で、

教育長から、しっかりと答弁してください。 

○教育長（内村定之君） 昨年１１月の７日に参議院で可決成立した２０１８年度の第

１次補正予算に盛り込まれたエアコン設置について、本町としての考えでありますけど

も、新聞報道などによりますと、全国的には、この予算が措置される前の９月時点では、

公立小中学校のエアコン設置率、これが普通教室が５８％と、調理室など特別教室が４

２％と、そういった報道がされておりました。 

また、２０１９年度からは、このエアコン使用に必要な電気代なども支援すると。 

これは交付税で６９億円措置をすると、これは閣議決定されております。 

そういったことから、全国の自治体からの交付申請は、普通教室で１２万件と、特別

教室は３万件に上るということですが、浜中町としては、昨年猛暑と言われた７月２３

日、埼玉県の熊谷市で、最高気温４１．１度。そういった報道がされておりました。こ

の昨年７月２３日の浜中町の最高気温は１７．６度と、これが榊町で観測されておりま

す。 
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これで、エアコンを必要とするまで我々としては感じておりませんので、現段階では

このエアコンの設置については、考えておりません。そういうことであります。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○６番（成田良雄君） 今の段階では、考えておらないということでございます。あま

り強くは勧めませんけど、一応、子供の教育でございますので、やはり、先ほど言いま

したけども、そういう熱中症対策のみならず、やはり子供の学力、集中力、またそうい

う教育環境の向上につながるということでございますので、やはり熱中症においても、

僕自身も熱中症にかかった経験がありますけども、救急車で運ばれて、点滴打って助か

りましたけど。そういう意味で運動して、その中で教室に、やっぱりエアコンの冷えた

のがあれば早期に回復につながると。 

最後ですけど、このエアコンのみならず、最初はエアコンの希望者の自治体というこ

とでございますけども、最終的には、冷暖房兼用のエアコンとか冷暖房も、許可になる

ということでございますので、これは今日の昼に文科省からの答弁がありましたので、

お知らせしますけど、そういうことでございますので、ストーブでなく、冷暖房兼用と。

今、家庭ではやはり、新築などでは、冷暖房兼用のエアコンがほとんどで、全室ではな

いけども、各家には１つなり、２つ付けてますけど。 

そういう意味で、そういう家庭環境で住まれていますから学校に来ても、そういう環

境を整えてあげることも教育行政として、大事なことかなと思いますので、再度早急な

お話だと思いますけども、冷暖房兼用のエアコンも該当になるそうでございますので、

その点、再度、管理課長でもいいですけども、お答え願いたいというふうに思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） ただ今ありました、この学校のエアコンの設置について、

当初国はですね、冷房空調ということで、冷房のみを謳っておりました。 

このご質問をいただいたことから、道教委の方に申請状況も確認させていただいてお

ります。北海道についてはほとんどないということでありました。担当者との話の中で

は、やはり地域的に北海道は、冷房よりも暖房の改修の方が先だというような意識を持

っている様だという事でありました。 

この度、議員言われたとおり、冷暖房という事で、そちらの方も可能であるというこ

とであれば、また再度、状況等鑑みながら今後とも進めてまいりたいなというふうに思

っております。以上です。 
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○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 私は、教職員住宅の住環境の早急な改善をというテーマで質問

したいと思います。 

浜中町公共施設等総合管理計画が平成２９年３月に策定をされております。この計画

の中で対象となる公共施設、建設施設は町民文化系施設から、その他教員住宅等の１１

項目から成っています。その他の施設１５８棟中、教職員住宅が１２８棟で、うち７４

棟、５７.８％が築後３５年を経過しております。４０年を過ぎた建物も４７棟、３６.

７％あり、空き家となっている建物も存在します。また、これらの施設に関し、基本的

な方針で供給、品質、財務とそれぞれ方針を示しております。供給に関しては、今後の

利用状況を踏まえ、改修・更新を検討します。利用者ニーズに対応した住環境を提供す

るため、空き家の更新、除去等を検討します。品質に関しては築３５年を過ぎた建物に

ついては、大規模改修の検討とともに利用状況を踏まえて方針を決定します。財務は、

現状の維持管理、修繕に係る資料を分析し、維持管理費用の適正化を図りますとなって

おります。教員の公宅利用状況については、平成３０年３月の資料を参考にしておりま

したが、現在の教職員住宅の入居状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 教職員住宅の入居状況についてお答えいたします。 

平成３１年１月１日現在でお答えいたします。町内の小中学校の教職員につきまして

は現在１００名おりまして、教職員が勤務する学校通学区域内の当校住宅入居者は３８

人、通学区域以外の他の学校へ勤務する他校住宅入居者は１１名、自宅からは８人、ア

パートなど借家は２０人となっております。また、町外から通勤する教職員の内訳とし

ましては、他の教職員住宅等の公宅が２人、自宅から９人、アパートなど借家は１２人

となっております。 

○議長（波岡玄智君） 高校事務長。 

○高校事務長（海道政俊君） 現在、霧多布高校教員住宅は暮帰別地区に昭和６３年建

築の１棟４戸、新川地区に平成７年から９年度建築の住宅に６棟６戸と２棟４戸の全体

で９棟の１４戸あり、１４名の教職員が入居しております。また、その他民間のアパー

トを借りている教員が３名、自宅から通勤している教員が２名の１９名となっておりま

す。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 
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○５番（秋森新二君） これらを踏まえて、以下質問したいと思います。 

若い方や子育て中の教職員の経済負担を考えれば、公宅の必要性は高いと思っており

ます。基本的な方針からも、公宅中心の考え方と受けとめておりますが、保有住宅戸数

の不足、老朽化など、利用者のニーズに対応できていない点もあると考えられます。現

状をどのように認識をされているか伺いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 老朽化等による利用者のニーズの現状の部分なのですが、

議員言われるとおり建設年度が古い教員住宅の一部では、お風呂が深いとか、未だに風

呂釜形式であるなど、現在の一般家庭におけるユニットバスや、石油給湯器で生活して

いる教職員においては、決して快適な環境ではないと言えます。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 教職員の入居状況を見れば、先ほどの利用状況、貸家利用者は

町内外合わせて３４人と、多い状況にあります。今後の維持管理、更新など、町の財政

負担の軽減を考慮すると、家賃助成の必要性は生じますが、民間貸家の積極的な活用を

考えても良いんではないかと思いますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 先ほどもお答えした中で、現在教職員の２０％が町内の民

間住宅に入居している状況でございます。基本的にはやはり教育委員会が所有する教員

住宅を整備することが必要でありますけれども、それに向けての整備改修の状況も進ん

でいない状況であります。今後とも、民間借家を活用していきたいというふうに考えて

ございます。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 民間活用は今も進んでいる状況でありますから、それに対する

家賃助成というのは考えられないんですか。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） これにつきましては、教職員につきましては、北海道教育

委員会の職員でもありますので、その中で住居手当というものが支給されてございま

す。そういった部分で出ておりますので、詳しく言いますと支給対象は、貸家に住居し

て月額１万２,０００円を超える家賃を払っている職員ということであります。支給額

につきましては２つありまして、月額２万３,０００円以下の家賃を払っている場合は、

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 - 54 -

その家賃引く１万２,０００円を支給額ということです。ですので、例えば２万円の場

合１万２,０００円を引いて、残りの８,０００円が道教委のほうから住居手当として支

給される。 

もう１つは、２万３,０００円を超える家賃を払っている場合、これにつきましては、

家賃引く２万３,０００円の２分の１が１万６,０００円を限度として、それに１万１,

０００円を足ささるということです。具体的には、５万５,０００円の家賃を払ってい

る方が、２万３,０００円を引いて残りが３万２,０００円あります。それの２分の１で

すので、１万６,０００円になります。それに１万１,０００円が足ささって、支給額が

２万７,０００円となります。ですので、５万５,０００円の家賃払っていたとしました

ら、本人の手出しは２万８,０００円。住居手当が２万７,０００円もらえるという形の

制度になっております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 貸家に入っている方々の家賃ですが、５万５,０００円の話が

出ましたが、実際にどのくらいの家賃の貸家に入っているのか、その辺ちょっと聞いて

おきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） それぞれの貸家の家賃につきましては、私どもの方では把

握してございません。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 最初の質問でも触れましたが、若い方こそできれば、家賃の安

い快適な、学校のそばにある教員住宅が理想だと思っております。これが、なかなか改

善されていないっていうのが現実で、快適な生活をされてないとさっきの答弁にもあり

ましたので、基本的な方針の中でも謳われておりますので、できればその方向で進めて

いただきたいと思います。 

次は４番目の質問でありますが、コミュニティの維持と経済効果の観点からも、町外

で公宅、貸家を利用している教職員を町内に受け入れる体制、そういうことも必要だと

考えております。その対策等を含めながら教えていただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 教育委員会としましても、できれば町内に勤務する教職員

につきましては、町内に住んでいただきたいと思ってございます。 
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町内に受け入れる体制としましては、ハード面では、繰り返しになりますが、教職員

住宅の改修、整備を進めるということだと思いますし、ソフト面としましては、入居に

際して、教育委員会の所有する教員住宅を斡旋すると共に町内にあります民間住宅もあ

わせて紹介していくことが必要でないかなというふうに考えてございます。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 遠方から通勤される先生方は、冬道、シカ等との遭遇、そうい

うリスクも孕んでおりますので、理想の形はやっぱり職場の近くの住宅だと思います。

できれば町内に受け入れる体制、そういうことも積極的にやっていただきたいと思いま

す。 

５番に入りたいと思います。散布小中学校の教職員は、１７名で保有住宅戸数は、１

２戸に対し、当校の利用が 9名、他校公宅が１名となっております。全般的な傾向です

が、公宅利用が低い一因として住環境の悪さが考えられます。特に昭和、平成の建物の

共通点として、深過ぎる浴槽、燃焼機能が低下したボイラーなど、浴室の粗悪なつくり

が挙げられます。移住する教職員への配慮がなされていない印象を持たざるを得ませ

ん。実際、「風呂を利用できない」そんな悲痛な声を聞いています。改修が必要と考え

るが、現状の認識と今後の改善策を考えたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） お答えいたします。繰り返しになりますが、お風呂や風呂

釜などの設備も老朽化してきておりますので、まず、現在所有する７４戸の教職員住宅

については、使用できるもの、できないものをしっかりと確認させていただき、その中

で手を加えることによって使用できる住宅を計画的に改修を進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

また、予算要求をする際に、年々各学校からですね、修繕等の要望を聴取しておりま

す。昨年１０月にも行いまして、大きいものから小さいものまで校舎や住宅の多くの改

修要望がありましたので、今後それらも対応しながら修繕で対応できること、また工事

しなければ対応できないものなど精査しながら、財政部局と協議ししながら取り進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） この質問に対し、各学校からの聞き取りや現地調査を行ってい

るかと思いますが、それはありましたか。 
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○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） まず聞き取りにつきましては、例年学校廻りといいますか、

担当者と回って現状を確認してございます。また、管理職、我々も教育委員さん等も含

めながら学校訪問をしておりますので、その時に修繕要望等の部分を確認させていただ

いてございます。 

現場ですが入居中のところにいきなり行って見せてくれとはちょっときついのです

が、今回はこういう御質問を預かりましたので、実際にある中学校の教頭宅に訪問して

現場を確認させていただいてございます。やはりお風呂の部分がユニットバスでなく、

昔ながらの土間でそれにスノコが敷かさっていて、深い浴槽になっているという住宅で

ございました。そういった部分も確認させていただいておりますが、そこだけ直せばい

いのか、例えばユニットバスをお風呂の中で組み立てられるような、そういった方法も

あるようですし、ガス釜もそのままでいいのか。それとも、石油給湯器という形でひね

ればお湯が出るような、そういった設備がいいのかとか、またそのスペースをどうする

のかとか、建物の部分もありますので、そういったものを検討しながら、いかなければ

ならないかなと。ただ、恐らくユニットバスとボイラーだけであれば、概算ですけれど

１５０万ぐらいあれば、それだけはできるのかなとは思うんですけれども、ただ、根本

的な耐熱構造といいますか、グラスウールを入れかえるだとか、俗に言うリフォームす

るとなるとやっぱり１,０００万ぐらいかかるという形になりますので、それを２０件、

３０件直すとなると１年に１件直すと何１０年かかるというようなこともございます

ので、先ほどの繰り返しになりますが、使えるものと使えないものをしっかり見極めな

がら、使えるものについては直していきたいと考えております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 浴槽の写真があるのですけど、皆さんに見せてよろしいですか。 

○議長（波岡玄智君） 後ほど終わってからにしてください。 

○５番（秋森新二君） 今、答弁がありましたが、差し迫った問題があるもんですから、

今回こういう質問を取り上げさせていただきましたが、山の方に住んでいる学校の先生

が生徒に風呂に入れないで困っている話を聞きました。それで私が地元の散布小中学校

の先生から話を聞こうかなと思って行って話を聞かせてもらい、住宅も見せてもらいま

した。ここに写真を持ってきているのですが、びっくりしたのは、風呂とボイラーの間

に間仕切りがないんですよ。平成 7年の建物で、教頭先生が住んでいます。学校の近く
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ということで。その先生のお話を聞いた後、浴室、浴槽も見せてもらったら、間仕切り

がないんですよね。それだけでもびっくりしたんですが、使われているのが、ガスボイ

ラーなのです。浴室の中にあるものですから、点火が非常に悪いんだそうです。点いた

り点かなかったりして、それとボイラーが小さいですから、機能が弱いためシャワーと

して機能してないんですよ。使用中にお湯が水になってしまうこともあったと聞いてい

ます。それから、これで風呂を沸かすと４０分から５０分、かかるそうです。そして冬

は、燃料代が２万円になるそうです。浴室は換気扇が付いてない自然換気なんです。当

然、換気が悪いから、風呂はもちろん部屋もかびる。そういう苦情もあるんです。これ

と同じガスボイラー使っている教員住宅がどのくらいあるか把握されていますか。 

○議長（波岡玄智君） 一般質問中ですけれども、この際、暫時休憩おたしま

す。 

（休憩 午後 ３時 ３分） 

（再開 午後 ３時３０分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を開きます。 

 答弁お願いします。 

 先程、新たな資料も提出いたしましたので、その事をしっかり念頭におきまがら、 

的確な御答弁をお願いいたします。 

○管理課長（舟橋正誉君） ガスボイラーにつきましては、石油給湯器が１１台とその

他ガスによるガス釜３８戸ということで、現在入っている部分であります。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） ユニットバスに付いたガスボイラーが１１台ですか。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 現在入居しているのが４９戸でありまして、そのうち１１

戸が石油給湯器、ガス釜が３８台という事です。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） ガス釜は、ボイラーとは違うんですか。ガス釜を使っているの

は散布にある４棟だけという事ですか。 

○議長（波岡玄智君） 会議を一時中止します。 

（中止 午後 ３時３１分） 
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（再開 午後 ３時３２分） 

○議長（波岡玄智君） 会議を再開します。 

５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 石油給湯器の 1年間のランニングコストを調べてみました。貯

湯式で年間５万５,９８６円、月に直すと４,６６５円。瞬間湯沸器は年間５万４,７５

０万１,０００円、月４,５６２円。電気給湯器これは高いです。年間１９万６,７１５

円、月に均すと１万６,３９２円。問題のこのガスボイラーは都市ガスで９万３９９円。

月に均して７,５００円。問題のＬＰガスは２８万９,５２２円、月にならして２万４,

１２６円。これ程の差があるんです。石油とガス釜では。これじゃ風呂に入れませんよ。

若い職員も含めて、子育て最中の先生方にすれば、ましてや機能が弱いということです。 

今回聞き取った中で、報告しておきたいと思います。平成７年建築の浴槽も置型タイ

プですが、サイズは９００×７００×高さ６００ですよ。昭和の建物の風呂が８６０×

８３０×高さ６４０なんです。これ外寸法なので内寸法は１０センチ小さくなります。

とても狭いです。そういう浴室、浴槽使わせているという現状です。 

それと換気扇がないのでカビが発生する。アリ、ワラジムシに困っているとのお話で

あり、窓が 1 枚サッシなので寒いと、教頭先生も内側からナイロンを張って凌いでいる

とのことでした。それから、畳も傷んでいます。フローリングも剥がれていて、拭き掃

除ができないとのことでした。 

悪いところばかり話して大変申し訳ないんですけど、藻散布に住んでいる女性教師の

事なんですが、この欠陥のあるガスボイラーを使っていて、さっき言ったように使って

る最中、水に変わってしまって、びっくりしてました。換気扇も無いですから部屋もカ

ビるとのことで、健康面の心配もしてました。その先生は去年の５月に結婚されたんで

すよ。釧路で教師をやっている方と結婚して、相手が浜中町の近隣の学校に来る可能性

が高いとのことで、そうなった場合は、この教員住宅に夫婦で住みたいとの希望を持っ

ているんですよ。新婚さんですから、こんな所に住まわせて良いわけがないと思います。

やはり早急に改善してあげなければ可哀相ですよ。答弁をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 管理課長。 

○管理課長（舟橋正誉君） 確かに議員から説明ありましたお風呂とか換気扇の件で湿

気がカビを呼んでいるということの中で、新しく２人での生活を送るというのは、住宅

的にも非常に残念な部分があるかなと思います。そういった部分考えながら、ただ住宅
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の戸数がある程度決まってございます。御存じのように先生方、いきなり１日付けでど

っと入れ替えがあるということで、大規模な改修をするに当たっては、どっか違うとこ

ろをきちんと用意しながら計画的にその住宅を改修しなければならないということが

あります。そういった部分で今までは大工さんを頼みながら小さなところは、ちょっと

入れてもらいながら直してきたとか、そういうことをやってきました。この度そういっ

た形で例えばお風呂を直すとか、そういった壁紙を張りかえるとか、そういった形にな

りますと、やはりある程度の改修修理の期間といいますか、部屋を空けて直してもらわ

なければならないということがありますので繰り返しになりますが、使える部分と使え

ない部分を見きわめながら、一つずつ計画的に、改修していきたいなというふうに考え

ております。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 計画性の点、何年間かけての改修なのか、その辺が何となくあ

いまいな答弁なんで真剣に考えていただきたいと思います。 

次に６番目にいきたいと思います。 

６番の質問で霧多布高校の公宅の数を間違えていました。お詫びをし、訂正をしてか

ら質問させていただきたいと思います。霧多布高校の公宅は、昭和５２年から平成９年

までの建設が１１棟、うち平成の建物が８棟となっています。教員の方々の要望、苦情

等があれば伺いたいなと思ってますが平成７年の建物が４棟この中に入っていますの

で、ＬＰガスを使ってるとすればどんな様な環境で生活しているなと思いますが、その

辺も含めてお答え願います。 

○議長（波岡玄智君） 高校事務長。 

○高校事務長（海道政俊君） お答えします。議員の質問にありました、先ほども答弁

しておりますが、霧多布高校の教員住宅は暮帰別地区に平成昭和６３年建築が１棟４

戸、新川地区に平成７年度から８年度建築の住宅６棟６戸、２棟４戸、全体で９棟の１

４戸ありまして１４名の教職員が入居しております。 

要望等につきましてはという質問ですが、これは毎年実施しております教員の組織す

る住宅委員会が霧多布高校に設けられております。そこで協議されまして、出された要

望に優先順位をつけ、計画的に対応しております。 

あと、給湯器の関係ですが平成２５年度から計画的に実施しまして今年度をもって全

教員住宅に石油給湯器が設置されております。以上でございます。 
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○議長（波岡玄智） 秋森議員。 

○５番（秋森新二君） そうですか。それはよかったですね。 

それでユニットバスということで良いんですね。そうですか、わかりました。 

それでは最後の質問になります。 

役場職員の住宅が昭和４９年から平成５年建設の１５棟のうち昭和６１年建設の職

員住宅の浴室は、教員住宅と同じ構造と聞いておりますが、問題はないのか。 

また合わせて入居状況把握されているのであれば教えてください。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 御質問にお答えします。まず、議員の御質問の中に１５棟と

いうことで、４９年から平成５年なんですけれども管理計画の中で５２年度建築の職員

住宅１棟２戸の２棟が登載漏れとなって全体の棟数は１７棟ということで訂正の方を

お願いいたしたいと思います。 

職員住宅につきましては、平成２９年ころから予算措置しながら、順次その退去した

時点を見計らいながら、大々的に改修されておりまして、そのときにそこの改修につき

ましてはユニットバス化ということで、これまでに２９年３０年の今年度も行っている

ところです。それで昭和６１年建築の職員住宅も教員住宅と同じということで、ここの

部分はですね、ボイラー式で従来の構造の風呂となっておりますけれども、今年風呂が

まの調子悪くなりまして、応急的に風呂釜の交換のみ、１棟４戸のうちの１戸だけ交換

するというような措置を執らさせてもらっております。 

全体で職員住宅に関しての事なんですけれども、何か不具合があった場合にですね、

大規模改修以外はそれぞれに不具合の部分についてそれぞれ対応していくというよう

な状況でございます。入居をされている方々にも、現状で問題なく入居されているのか

なというふうなことで、とらえて意識してございます。 

それから、現在の職員住宅の入居の状況ですが先ほど申しました全体で１７戸ござい

ますが戸数でいきますと５１戸が職員住宅として保有している部分でございます。その

中で、使用できないものが６棟１０戸あります。そういった所を除きますと１１棟４１

戸が入居可能な住宅ということで一部今改修もしてございますけれども２月末の入居

状況では、そのうちの３６戸が入居されております。率にしますと８７.８％で、改修

している部分ですとか、今、退去して空いている状態の中の改修部分除いて、順次また

そこの改修が終わりましたらそこに入居していただくというようなことで、現状のとこ
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ろそういう措置をとらさしていただきます。 

以上です。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 確認させてもらいますが、ボイラーは石油ボイラー、ユニット

バスに全部交換したということですか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 先ほど申しましたように退去された職員住宅、ここのところ

の大規模改修、ユニットバス化もそうですし、内装の張りかえですとか床の補修、こう

いったところも含めての退去した部分の大規模な部分についてはユニットバス化とい

うことで進めてございます。平成２９年度で３戸改修。それから現在、今年度ですけれ

ども４戸改修ということでユニットバス化の方には、順次状況見ながら改修していると

いうところです。 

○議長（波岡玄智君） ５番秋森議員。 

○５番（秋森新二君） 石油ボイラーですから燃油代は安く上がると思いますが、ユニ

ットバスに早めに替えて頂きたいと思います。先ほど言いました様に教員の使っている

狭く深い浴槽という事であれば子育てしている職員の方々も大変不便をされていると

いう事だと思いますので、町財政も大変厳しいとは思いますが先ほど言いました様に教

員住宅の環境も大変厳しい状況にあり、酷な経験をしているなというふうに思っており

ます。たかが風呂でありますが、日本人にすれば一つの文化でありますし、またリラッ

クスできる空間でもあります。心身の疲れもとれるような場所でもありますので、ぜひ

とも安心して住みやすい環境をつくっていただきたいなと思っています。 

平成生まれの普通の環境、住環境で育った先生方が増えてきているという状況でもあ

ります。浜中町に夢を持って来ていただいている先生方だと思いますが、来て初めてこ

の住環境に驚きとギャップを感じると思うんですよと、そうなれば誠意も失われること

になりますんで、ぜひとも、その辺の住みよい住環境を早急につくっていただきたいと

思っております。また浜中町の評価にもつながる話でもありますし、優秀な人材を失う

心配もあります。できるだけ早めの改善をお願いしたいと思います。 

最後に教育長の見解を伺って終わりたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 教育長。 

○教育長（内村定之君） 前段、課長の方からいろいろ説明させていただきました。毎
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年、秋口に予算の編成時期に向けて、住宅の要望といいますか、そういった聞き取りを

して実際に今回、散布に特化して、３人の先生の浴室、住宅を見てまいりました。 

これを見て、実際認識を新たにいたしましたので、今後、予算要求に向けては、しっ

かりと町部局の方と相談をさしていただいて対応していきたいと、平成生まれの先生

方、確かに住宅の状況が非常に悪いと、そういった部分では誠意が失われるっていうお

話もありました。浜中町の評価にもつながります。今、先生方の人事協議は終わりまし

て明日、先生方の人事の内示を施行する予定になっております。そういった面で実際に

先生方が浜中を目指してきて、そしてその住宅の状況を見て、その誠意が失われるよう

なことあってはなりませんので、そういった部分ではしっかりと対応していきたいと、

そんなふうに考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） これで一般質問を終わります。 

 

◎日程第３ 議案第１９号 浜中町営水産業強化支援事業分担金徴収条例の制定に

ついて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 議案第１９号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第１９号「浜中町営水産業強化支援事業分担金徴収条例の制

定について」提案の理由をご説明申し上げます。 

平成３１年度より実施する浜中町ウニ種苗生産センター整備事業は、「浜の活力再生

プラン」の着実な実行を支援することを目的とする水産業強化支援事業の一環として、

国からの補助を受け実施するものでありますが、事業費の５０％にあたる約３億５,３

００万円については地元が負担することとなっております。 

このようなことから、当該事業に係る地元負担金の５０％を、特に利益を受ける浜中

漁業協同組合及び散布漁業協同組合から分担金として徴収するため、本条例を制定する

ものであり、分担金の徴収に関しましては、両漁業協同組合と協議済みであることを申

し添えます。 

なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたが、詳細につきましては、水産課長より説
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明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（細越圭一君） （議案第１９号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから議案１９号の質疑を行います。 

７番三上議員。 

○７番（三上浅雄君） この条例を定める理由というのは、組合の関係でいえばウニの

種苗センター建設による国、道、町、漁業者の負担をするための条例改正をするという

事で、どの様に受け止めているのですか。今回３１年度予算でウニの種苗センターの総

額予算も私は知っているのですが、その中で国の補助が５０％、道補助が０そして残り

の５０を町が２５％、浜中漁協と散布漁協で２５％その種苗の配分率で分けると金額に

すると１億７千いくらなんです。それを種苗の配分率で分けると浜中が６３.何％で散

布３０何％です。組合別に金額で表しますと浜中漁協が１億ちょっとになるんです。こ

れは、なかなか大変な負担になります。この条例で定めて当然、組合員も組合も負担し

ます。何とか北海道の助成を受けられないのか、道の方では箱物がだめだという事なん

です。町２５％の負担の中にふるさと納税で水産振興に関する事業分であるんですよ。

予算をみるとしっかり２５％で町として組んで入ってしまっていると思うんですけれ

ども、もう少し町が２５％のところ３０％だせないのか、道の方がもう少し水産庁の言

う養殖事業に力を入れて浜中町を捉えると沖合漁業がやりたくてもできない、人がいな

いという事なんです。漁業従事者、私も２０歳から船頭をやっておりますが、四十何年

やってきたサケマス漁は、人手がいない為に今年は、出漁できません。その様な中で沿

岸の養殖漁業に戻らざるを得なくてウ二種苗センターを作ってもらうんですけれども、

そういう現状の中で組合としても厳しい状態なんです。町長が道などに要望できないの

か、それとも町長の判断であと５％上乗せしてふるさと納税を使うとかその様な検討が

出来ないのか、この条例につきましては、納得しますけども内容的には、この様になっ

ているのですが、町長どうですか。 

○議長（波岡玄智君） 両組合から了解を得ているという中で、それ以上の答弁が求め

られているという事ですから。会議を一時中止します。 

（中止 午後５時 ８分） 

（再開 午後５時１０分） 

○議長（波岡玄智君） 会議を再開します。 
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 町長。 

○町長（松本博君） 本事業につきましては、国の制度事業でやっていますので、この

負担分については決まってるのです。ただお話ありましたけれども気持ちは十分に分か

りますが、そうなると制度事業を変えなければなりません。この制度事業でしっかり種

苗センターを作ってもらい質の良いウニを作ってもらうという事が目標だと思ってい

ます。 

○議長（波岡玄智君） 三上議員。 

○７番（三上浅雄君） 制度は変えられないという事は分かっていますが、ただ、その

様な気持ちがあるという事です。それと北海道の水産局の部長が本日来町し、浜中漁協

には９時３０分、散布漁協には１１時近くになったと聞いております。その中で道が道

南でやっていた支援対策を道東にも同じ様な新対策を考えているという事で各浜廻り

をしてどの様な要望があるかを聞いていたという事なんです。そのウニの種苗センター

の関係も厚岸の漁連の川崎会長の希望がある様な事を言っておりましたけれども、まだ

決定した訳ではありません。今、その様な部分で引き取ってきている訳ですから、この

様な流れできて使えるという事になれば財政的には可能なのでしょうか。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（細越圭一君） お答えいたします。その内容につきましては確定しており

ませんけれども、前回、漁連の川崎会長もそういうお話をしておりまして、振興局の方

でもその様な打ち合わせをしているという事で聞いております。その内容等が分かりま

したら漁組の方とも協議させていただいて軽減負担に向けてやってきたいと思ってお

ります。 

○議長（波岡玄智君） ９番川村議員。 

○９番（川村義春君） 条例そのものについて聞きたいのですが、分担金の徴収対象は

納税義務者イコール組合という事になるだろうけれども、実際ウニの関係については部

会がやっております。それぞれの営業されている事業者がまとめて組合が分担金を払う

という形になるのかなと思っているのですが、その様な理解でいいのか。 

それと分担金の徴収方法ですけれども、徴収時期については、例えば建設にかかった

費用、先ほどから言われている１億７,０００万かかるのであれば一括して両漁協に割

合として２５％分が徴収する事になるのか、例えば５年間償還で３年据え置きという事

で償還してもらうという形になるのか確認しておきます。 
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それと天災等によりという減免と徴収猶予の関係ですけれども、特に散布地区につい

ては受益者が分担するとなれば、例えば影響を受けてウニの出荷が出来なくて全面的に

収入を得られなくなった。この様な場合については、対象になるのか、その辺をお聞き

しておきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（細越圭一君） お答えいたします。最初の分担金の支払いをする関係にな

りますが前回、厚岸にあります釧路の水産センターにおきましても建設当時こちらは漁

協が一括して払うという事になっておりますので、今回におきましても漁協が払うとい

う事になっております。 

続きまして一括納付の関係なりますが、こちらにつきましても分担金の関係は漁協か

ら納付となりますので、こちらについても年度末に一括で払っていただくという事にな

っております。大雨の関係になりますが漁組が判断をして、こちらの方に申し出がきた

ら検討させていただいて認めるという事になると思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） １番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） この分担金の説明はあったのですが、種苗センターを作る当初

から漁民または漁協が払う分担金の負担額は、どのくらいなんですか。この負担すると

いう事は当初から決まっていたものなのか。またその時点で新たに出てきた問題なのか

についてお聞きしたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（細越圭一君） お答えいたします。このウニ種苗センターの建設につきま

しては、平成２２年度からウニ種苗確保に向けた検討会という事を行っております。そ

の中で計５回開催しまして平成３０年度に建設を決定という事にしておりますが当初

は、平成２８年度の段階では、ウニの種を厚岸に作っていただいて、それをこちらで中

間育成という事を検討しておりました。その当時の建設費は大体４億４,０００万程度

を予定していたのですが、その運営委員長であります厚岸の組合長の方からせっかく建

てるのであれば自分の施設で種を作って、もし厚岸センターで種が死んだ場合でもお互

いで助け合うという事で検討してみてはと言われました。その事を検討した結果、建設

費が現在の段階では６億８,０００万程度に膨れ上がったという事になっておりまし

て、その都度各漁組と協議させていただき、この施設が必要だという事になりました。

この事から了解は得ていると思います。以上です。 
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○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） それぞれの組合の負担金、それが漁民にどのくらいかかるのか

という事で私は少し額が大きいのではないかなと思うんです。それで昨年１２月の中旬

に国会で漁業法というものが決定されましたね。その漁業法が養殖事業に関して大きく

進めていくという漁業法もありました。これは全国の漁業協同組合あるいは漁民の声を

聞く事なく決められた事と聞いているので、それと関連があるのかという事での答弁を

お願いします。 

○議長（波岡玄智君） 水産課長。 

○水産課長（細越圭一君） 漁業法改正に関しましては、昨年６月に説明会がありまし

て私も参加してきました。その説明で北海道に関しましては、空いている海域とかがな

いので特に影響ないというふうに言われております。養殖に関係する事で漁業法に関係

があるかと言えば、今回については特に関係ございません。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

これから議案第１９号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１９号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第４ 議案第２０号 浜中町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 議案第２０号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（松本博君） 議案第２０号「浜中町立学校設置条例の一部を改正する条例の制

定について」提案の理由をご説明申し上げます。 

本条例の改正につきましては、平成３１年３月３１日をもって閉校する茶内第一小学

校について、条例規定の整理を行なうものであります。 

 茶内第一小学校につきましては、大正１１年の開校以来、今日まで９６年の歴史を刻

んでまいりましたが、近年の少子化の流れの中で、子どもの教育環境を第一に考えた保

護者、地域の方々のご英断により平成３１年３月３１日をもって学校の歴史を閉じるこ

ととなりました。 

このことから、浜中町立学校設置条例別表第１より「浜中町立茶内第一小学校」の項

を削ろうとするものであります。 

なお、附則で平成３１年４月１日から施行するとしております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださるようお願い申

し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２０号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２０号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２０号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ 議案第２１号 浜中町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
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○議長（波岡玄智君）日程第５ 議案第２１号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２１号「浜中町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について」提案の理由をご説明申し上げます。 

 この度の条例改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関

する法律施行令の一部改正に伴い、第１４条に規定する災害援護資金の貸付利率につい

て、「年３パーセント以内で町長が別に定める」とし、第１５条の償還に、「月賦償還」

を追加し、被災者支援の充実を図るとともに規定の整備を行うものです。 

なお、この改正条例は、平成３１年４月１日から施行するものとしております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましので、よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）これから議案第２１号の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第６ 議案第２２号 浜中町立保育所条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第６ 議案第２２号を議題とします。 
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本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２２号「浜中町立保育所条例の一部を改正する条例」の制

定について提案の理由をご説明申し上げます。 

本条例の改正につきましては、平成３０年６月１１日に着工しました茶内保育所改築

工事が平成３１年５月２０日をもって完了し、６月１日より供用開始となることから、

茶内保育所の位置及び定員を改正しようとするものです。 

改正内容は、本条例第２条中の位置を浜中町茶内橋北西４５番地から浜中町茶内橋北

東４０番地とし、定員を６０名から８０名に改めるものであります。 

なお、附則で平成３１年６月１日から施行するとしております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださるようお願い申

し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２２号の質疑を行います。 

６番成田議員。 

○６番（成田良雄君） １点だけ質問します。この度６月１日から新しい茶内保育所が

完成して供用開始されますけれども、今現在６０名が８０名になるという事ですが今年

４月１日の茶内保育所の応募人数、そして６月１日から定員が８０名となりますが、再

度２０名の追加で応募をするのかについての答弁お願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（山口ひとみ君） 今の御質問にお答えいたします。今現在４月１日の入所

見込み児童数は、茶内保育所で６８名となっております。 

それと６月１日から新たに募集するのかという事ですが、特に募集するという事はい

たしません。入所希望がありましたら随時申し込みを受け付けますので、その時点で対

応いたします。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

これから議案第２２号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 
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これから議案第２２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第７ 議案第２３号 浜中町新規就農者誘致条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第７ 議案第２３号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２３号「浜中町新規就農者誘致条例の一部を改正する条例

の制定について」提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の改正は、本条例で定める新規就農者の経営責任者の年齢の見直しと、新たに

施行される事業に伴い、新規就農者への奨励金について支援対象事業を追加するもので

あります。 

改正の内容でございますが、第２条の新規就農者の定義の、新規就農者の経営責任者

の年齢である、「概ね２３歳から４０歳未満」を、「概ね２３歳から４５歳未満」とし、

第６条の奨励金等に新たな事業として「酪農経営体生産性向上緊急対策事業」、「酪農

労働省力化推進施設等緊急整備対策事業」を追加するものでございます。 

なお、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２３号の質疑を行います。 

３番鈴木議員。 

○３番（鈴木誠君） 経営の責任者の対象年齢を５歳引き上げた理由について御説明を

いただきたいと思います。 

それから対象事業が二つ増えている訳ですけれども、大体理解はしているのですが、
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この付け加えた二つの事業をどの様に対応できるのか参考までに説明をして下さい。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（久野義仁君） 質問にお答えいたします。この度、経営責任者の年齢要件

を２３歳から４０歳までを２３歳から４５歳まで引き上げた大きな理由といたしまし

ては、平成３１年度２０１９年度から国の基準、特に大きな部分でいきますと旧青年就

農給付金事業、現在でいきますと農業次世代人材投資事業をこちらの年齢要件の引き上

げ、こちらが今現在４５歳までと上限を５０歳まで引き上げするという事で決定してお

ります。 

それから法人経営者が新規就農者を養成する際の農の雇用事業こちらも年齢要件が

同様に上限の年齢が４５歳までと決まっていたものを５０歳までに引き上げるという

事それと合わせまして農業経営基盤強化促進法に規定されております青年投資就農計

画こちらの計画の上限年齢も今現在４５歳までとしている部分を５０歳までという事

で全体的に新規就農者に対する年齢要件というのが大幅に引き上げられる予定となっ

ております。これに伴いまして本町では４０歳までという上限を定めているのですが今

回大幅に５歳引き上げた理由といたしましては近年、浜中町に新規就農者を目指す、い

わゆる転職者の相談者が３０歳後半の方が東京、大阪、それぞれ就農相談には私も行っ

ておりますが、その様な相談者が非常に多いという事もあります。 

当初、この４０歳までの上限の中でいきますと３０代後半で研修生と来た場合には、ほ

とんどが対象にならないという事で誘致条例の対象にならないという事でその時点で

新規就農者を目指せないという事でしたので５歳引き上げて更に幅広い年齢層を新規

就農者として本町として迎え入れる事を目的として５歳の年齢要件を引き上げたとい

う様な趣旨でございます。 

それから全国的に５０歳までとしているのが酪農家に限らず全ての農業に対する５

０歳ですので、本町でいきますと酪農専業者がほとんどですので、これを５０歳まで逆

に全国の基準に合わせますと５０歳から酪農経営者が投資するとなると通常初期投資

が５千万から７千万の１億近い投資額が新規就農者に発生しますので５０歳から支援

すると年齢的にもという問題が生じるという事で、最大限、酪農の場合は４５歳が限度

ではなかろうかという判断でございます。 

それから２点目の御質問でございます。追加事業１つ目が酪農形態生産性向上緊急対

策事業いわゆるクラスターの後継事業として楽酪事業というのがあります。クラスター
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事業との大きな違いは、生産性の向上、収益力を目的とした機械導入それから施設整備

の導入事業が対象事業となっているのですが楽酪事業につきましては労働力の省力化

を目指す事業でございまして、酪農経営における省力化機械の導入を目指す補助事業と

なっております。補助の形態はクラスター事業と同様で、２分の１の国からの補助、そ

の残額をリース補助するという様な形になります。 

それから２点目の酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業につきましては、楽酪

ＧＯ事業の内容、同じく楽酪事業と同様で機械導入に関しては、労働力省力化を目指す

機械いわゆる搾乳ロボット、購入ロボット、保育ロボット様々な省力化な機械があるの

ですが、施設整備を一体と整備した場合に施設分の補助金も当然出しますという事なの

ですが、この施設の補助金に関しては、機械の半分の上限が２分の１を施設の上限額に

するという事ですので、例えば簡単に説明申し上げますと５千万の機械を導入した場

合、この機械の補助率は２,５００万が補助金になります。施設の補助金も機械の補助

金と同様という事は、同じく２,５００万までが施設の上限でありますので、仮に牛舎

に１億円かけたにしても機械の半分の２,５００万の上限と施設も２,５００万円で合わ

せて５,０００万という事になりますので、両方を合わせて１億５,０００万の投資にな

っても最大５,０００万の補助金、こちらの施設と機械をリースで補助するという様な

概要になっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

１番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 新規就農者の年齢を５歳上げるという様な事なんですけれども、

その辺を説明してほしいと思います。 

私は、新規就農者の方が新たに浜中町に移住して来て続けていくというのは、大変喜

ばしい事だなと思っております。そうした中で既存の農家の人がこれまで長い期間をか

けて牛を増やしてきて今日に至っている状況と、新規就農者が新たに入ってきてこの地

方で経営者になってやるというのは、他から見ても大変困難を抱えての営農ではないの

かなと思うんです。そうした中で新規就農者が入ってきて長い人では３０年くらい経っ

ている方もいると思うのですが、途中で離農される方は居られるのか、居るとすればど

のくらいの規模で離農されているのかお知らせ願いたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（久野義仁君） お答えいたします。この新規就農者事業につきましては、
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非常に浜中町には歴史がございまして昭和５０年代から新規就農者に入職されて今現

在までで４２名の方が浜中町で新規就農をしております。これは浜中町の全体の経営者

の２割を超える勢いで新規就農者という方が入職されております。今質問あったとおり

新規就農者が就労後に様々な事情で経営を離脱されるケースというのは、全くない訳で

はありませんで、この４２組のうち過去に３組が離脱する事となっております。この３

組の離脱者の内訳につきましては、１名は家族が病気になってしまって経営を続投でき

ないという様な事で相談があった方、基本的には債務を抱えて支払いが困難となって経

営を中止したという方はいらっしゃいませんので、ほとんどの方が病気など家庭の事情

で離農される方が圧倒的に多いのかなという様な傾向にあります。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 今の４２名の方が入植されて３名の方が離農しているという内

容が理解できる様な数字であったなというふうに思います。 

私は、全くその様な方々との交流がないのですが、昔からの酪農経営者であっても、

牛を増やすのか、どうしたら良いかという悩みなどもあって経営上で色々抱えている問

題もあるのではないのかなと思うんです。そういう意味で農協などが新規就農者に対し

て精神的な負担がない様な援護指導などをしっかりやられて、それが進められているか

どうかという事を私は知りたいと思うので、その辺の答弁もお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 農林課長。 

○農林課長（久野義仁君） 御質問にお答えいたします。今、御質問あったとおり新規

就農者の方は様々なものを背負って浜中町に来られて就農をされております。その中で

近年は、今議員おっしゃられたとおり、やはり規模拡大志向が大変強いという事で、周

りの既存農家の方を見てもやはり牛の頭数が１０年前２０年前に比べて非常に多いと

いう事で浜中町においてもほとんどが平均で８０頭以上の乳牛の使用者という事で、大

規模でありますと４００頭規模というところまで今、浜中町の酪農経営というのは大き

くなっております。議員おっしゃられたとおり周りが大規模化する中で新規就農者が抱

える問題というのは、全くない訳ではありませんで、そのあたりの経営の診断フォロー

というのは基本的には農協が毎年経営診断して、貴方の経営はどうしたらいいのかとい

う事で毎年経営の指導をしております。その他に経営以外の部分では、例えば地域との

つき合い方も含めて経営としての見えない部分のフォローというのは、数字などでは表

せる様なものではありませんので、その様なフォローというのは酪農関係者団体でつく
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る外郭団体があります。例えば浜中町担い手育成推進協議会、それから農業技術員連絡

協議会、様々な農業機関、農協関連、農業関係の構成員が主体となって活動している団

体があります。そういった中で様々な経営以外のフォローというのはさせていただいて

おります。もう少し具体的な話を申し上げますと、実は農協と行政、これは私たちも入

っているのですが、毎月新規就農者、これは奥さんもなんですけれども、そういった新

規就農者向けの養成講座、この様なものも毎月開催する様にしております。具体的な講

座の中身は、実際には行政が講師になって行く場合もあるのですが、実際に新規就農者

で浜中町に来ても浜中町の事が全く知らないといった方々には役場の業務の内容とか

「浜中町は、この様な町なんだよ」、「子育て支援は、この様なサービスをしている」

など様々情報をこの講座の中で情報発信しております。 

それから私ども以外で申し上げますと、もちろんＪＡも入っていますが農業改良普及

センター、それから農業共済組合そういった方々も講師になって様々な新規就農者が実

際に知り得たい情報を座学の中で色々な質問に答えながら新規就農者の方々に指導な

り相談も受けながら悩みを聞く場面としてこの様な講座も行っております。 

それと農業の場合は、指導農業士、農業士の方々も新規就農者の悩み相談を受けるひ

とつの相談員として設置しております。この農業士の方々とも相談会も年に数回開催し

ておりまして、多くの新規就農者の方も参加しております。そういう中で新規就農者が

抱える悩み相談を受けながら、どう今後経営していくのか、どうあるべきなのかという

相談を受けながら問題点をどうすれば改善していけるのかという事を全体の構成機関

の中で協議しながら改善に向けた努力はしているつもりでございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

これから議案第２３号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第８ 議案第２４号 浜中町水道事業布設工事監督者の配置基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第８ 議案第２４号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２４号「浜中町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」提案の理由をご説明申し上げます。 

 この度の一部改正は、平成３０年１２月２６日に公布された、水道法施行規則の一部

を改正する省令に伴い、水道事業布設工事監督者の資格の一つである技術士法における

上下水道部門の試験選択科目の見直しが行われ統合された事から、本条例の一部を改正

するものでございます。 

 施行期日につきましては、平成３１年４月１日から施行することとしております。 

また、経過措置として、施行期日前に行われた同資格試験に合格した者は、本条例改

正後による合格者とみなすものであります。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださるようお願い申

し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２４号の質疑を行います。 

１番加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） この水道関係の条例がなぜ提案されてきたのかというのが分か

らないので、その事由を説明してほしいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 水道課長。 

○水道課長（高野薫君） ただ今の御質問にお答えいたします。本条例は、平成３０年

１２月２６日に水道法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。それに伴いま

して敷設工事監督者の資格基準の中に１号から８号まであるのですが、その８号で技術
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士法の二次試験のうち上下水道部門に合格したものの中に選択科目がございます。 

議案関係資料の６ページをご覧下さい。この現行と改正案の欄がございますが、現行

で第３条の８号の下線が引いておりますが、上水道及び工業用水または水道環境という

事で文言がございます。これと同じく技術法が同時期に改正されまして、この水道環境

という部分が上水道及び工業用水道に統合されて含まれたという事なんです。ですから

内容としては全く同じものでございます。上位法が改正された事に伴いまして、浜中町

でも制定している関係上、今回の一部改正の条例を提案した次第でございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○１番（加藤弘二君） 後半、聞き取れなかった部分がありました。国会で水道法の改

正が行われまして、官民と言えば民間の水道業者がそこの仕事についていくという、そ

の様に仕事が付きやすくなるという国会への水道法改正が１２月の段階で成されまし

たが、それと連携された条例改正というふうにも見られるのか、お答えいただきたいと

思います。 

○議長（波岡玄智君） 水道課長。 

○水道課長（高野薫君） ただ今、議員がおっしゃいました事と全く違います。布設工

事監督者の配置基準及び資格基準、技術管理者の関係につきましては、比較的に新しい

法律でございまして、本来この資格関係は上位法で行っておりました。これは平成２５

年に同じく水道法の施行法が変わりまして、市町村において工事をする場合について

は、市町村においてもこの布設工事及び技術管理者の条例を置くという通達が出されま

した。それに伴いまして平成２５年に町の方で設定をしている条例でございます。以上

でございます。 

○議長（波岡玄智君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） これで質疑を終わります。 

これから議案第２４号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２４号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第９ 議案第２５号 浜中町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第９ 議案第２５号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２５号「浜中町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい

て」提案の理由をご説明申し上げます。 

過疎地域の市町村は、地域の自立促進を図るため自立促進方針に基づき、過疎地域自

立促進市町村計画を定めることができることとなっており、浜中町においても平成２８

年度から平成３２年度までの５ヵ年を計画期間として浜中町過疎地域自立促進市町村

計画を定めております。 

今回、浜中町過疎地域自立促進市町村計画の変更につきましては、総務大臣、農林水

産大臣及び国土交通大臣に提出するにあたり、「過疎地域自立促進特別措置法」第６条

第７項の規定に基づき、議会の議決を要することとなっております。 

浜中町過疎地域自立促進市町村計画の変更の概要を申し上げますと、「自然エネルギ

ーを利用するための施設事業」を加えるもので、本計画に登載することで役場新庁舎建

設に係る地中熱利用設備設置工事について過疎債の対象となることから計画を変更す

るものであります。 

なお、平成３１年２月６日付け地政第８０５号をもって、北海道知事との変更協議も

整っております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２５号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 
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これから議案第２５号の討論を行います 

（「なし」と呼ぶ者あり）。 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２５号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１０ 議案第２６号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１０ 議案第２６号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２６号「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」

提案の理由をご説明申し上げます。 

現在の固定資産評価審査委員会の委員は、霧多布の「松村嗣弥氏」、散布の「加藤俊

美氏」、茶内の「福田敏幸氏」の３名であります。 

松村氏は、平成３１年４月４日で任期満了となります。 

 同氏は、平成２５年から固定資産評価審査委員会委員として、公正な判断力と固定資

産に精通していることから、固定資産評価審査委員会委員として最適任でありますの

で、引き続き選任いたしたく、ここに地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の

同意をいただきたく提案した次第であります。 

なお、任期は平成３１年４月５日から平成３４年４月４日までの３年間となりますの

で、よろしくご審議のうえ、ご同意くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は質疑討論を省略し直ちに採決したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって本案は、質疑討論を省略し直ちに採決することに決定しました。 

これから議案第２６号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、選任に同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は選任に同意することに決定しました。 

 

◎日程第１１ 議案第２７号 草地の設置委託契約の変更について 

◎日程第１２ 議案第２８号 施設の譲渡契約の変更について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１１ 議案第２７号及び日程第１２ 議案第２８号を一

括議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２７号「草地の設置委託契約の変更について」及び議案２

８号「施設の譲渡契約の変更について」は関連がありますので、一括して提案の理由を

ご説明申し上げます。 

本案につきましては、平成２８年６月１６日議案第４４号及び議案第４５号をもって

議決を得ております畜産担い手育成総合整備事業浜中地区について事業量の増加が生

じたことから、契約の変更をしようとするものであります。 

議案第２７号草地の設置委託契約の変更については、契約金額２億４，７２７万９,

０００円を２億７，５９３万３,０００円に変更しようとするものであります。 

次に議案第２８号施設の譲渡契約の変更については、契約金額３億１，０１２万６,

０００円を３億７，７１１万１,０００円とするものであります。 

なお、変更に伴う事業期間の変更はありません。 

ここに「議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の規定に

より議会の議決をいただきたく提案した次第であります。 
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以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２７号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２８号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２７号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２８号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２７号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第２８号の採決をします。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

以上で本日の日程は、全部終了しました。 

本日は、これで延会します。 

御苦労様でした。 

（延会 午後 ５時１７分） 
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